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開議 午前９時３０分 

 

○議長（橋本謙司君） 

  皆さんおはようございます。 

  本日、１２月定例会議の３日目、一般質

問を始めたいと思います。よろしくお願い

します。 

  まず冒頭、池田町長より、本日急遽、通

院の必要性が生じたため、非常に申しわけ

ないけども欠席させていただきたいという

旨の届け出がありましたので、報告をさせ

ていただきます。よろしくお願いします。 

  ただいまの出席議員は１２名であります。 

  定足数に達しておりますので、これより

本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程はお手元に配付のとおり

でございます。 

  日程第１「一般質問」を行います。 

  昨日に引き続き、順次発言を許します。

質問者は質問者席に登壇して質問を行って

ください。 

  持ち時間は質問及び答弁を合わせて５０

分といたします。 

  長澤正秀議員を指名いたします。 

  長澤正秀議員。 

○１番（長澤正秀君） 

  おはようございます。１番・長澤正秀で

ございます。議長の許可をいただき、これ

より一般質問をさせていただきます。わか

りやすい前向きな答弁をよろしくお願いい

たします。 

  昨今、教育問題、一貫校の問題で皆さん

さまざまな意見が出ていますが、教育者と

しての考え、地域としての考え、平行線に

なっていくような感じがします。学ぶ、育

つ豊能町の子どもたちにとって一番よい方

法は何かというのを考えて進めていかなけ

ればならないと思います。 

  また、数々の問題の中で、本町において

も人口流出による人口減少が諸問題の一つ

の根源と思います。さまざまな施策を行っ

ていると思われますが、高齢化対策や若い

方が町内に移住してもらえるいい方法はな

いかと考えます。 

  本町のよいところといえば、自然豊かな

地、その産業といえば、やはり農業かと思

います。その農業を推進して、これから新

しい農産業を確立させたいと思います。 

  地場産業を促進し、若者と高齢者が互い

に協力し合い、職場の安定や雇用を広げる

施策などをどのように考えているか、お聞

きします。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  上畑建設環境部長。 

○建設環境部長（上畑光明君） 

  おはようございます。お答えさせていた

だきます。 

  本町では、古くから水稲を中心にした農

業が基幹産業として営まれてまいりました。

御承知のとおり、近年は農業者の高齢化や

担い手不足により、農地の遊休化の増加が

懸念されているところでございます。 

  こうしたことから、地方創生推進交付金

を受け、「地域の資源をしごととお金にか

える」を目標にして、農×観光戦略推進計

画を策定し、進めているところであり、六

次産業化を推進するため、町内の農業団体

等に対して特産品の開発等の支援を行って

いるところでございます。 

  若年層の本格的な参入にまでは至ってお

りませんが、関心を寄せていただいている

若者は増加しつつあるということもありま

す。引き続き施策を推進するに当たり、農

×観光戦略を推進し、農業の活性化と雇用

の拡大を図ってまいりたいと考えておりま

す。 

  以上です。 
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○議長（橋本謙司君） 

  長澤正秀議員。 

○１番（長澤正秀君） 

  農×観光戦略推進計画ということですけ

ども、これも２９年度から３１年度まで、

来年度、それで終わるかと思いますけども、

その中で、今のようなお話でいろいろ施策

は進んでいるかと思います。その中で一番

目立って効果の出ているようなものはある

でしょうか、お聞きします。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  上畑建設環境部長。 

○建設環境部長（上畑光明君） 

  お答えいたします。 

  観光戦略の中の、特に担い手を育てると

いうところで、就農希望者に対する支援、

また昨年度から、２９年度から実施してい

ます豊能町就農支援塾については、新規就

農の方の申し込みがふえてきているという

ところで、これが効果を上げてきていると

いうことで、卒業されている生徒について

も、農地を借りて野菜づくりを始めておら

れる方も出てきておりますので、この支援

塾を今後ますます充実して、新規就農者の

育成に努めていきたいというように考えて

います。 

  以上です。 

○議長（橋本謙司君） 

  長澤正秀議員。 

○１番（長澤正秀君） 

  なかなか皆さん、集まってきている形と

いうんですか、今まだどんどんふえていく

ような形なんでしょうか。 

  それとまた、３１年度で支援が終わると

いうことになれば、その後は町自体で独自

何か考えはあるんでしょうか、お聞きしま

す。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  上畑建設環境部長。 

○建設環境部長（上畑光明君） 

  お答えいたします。 

  今現在行っています例えば就農支援塾に

ついては、推進計画が３年を過ぎたとして

も、やっぱり今後引き続きやっていくもの

というふうに考えていまして、当然、豊能

町の農業を守るということは、担い手の育

成を図ると、これにかかっているというふ

うに思いますので、この支援塾については、

今後進めていきたいというふうに考えてい

ます。 

  以上です。 

○議長（橋本謙司君） 

  長澤正秀議員。 

○１番（長澤正秀君） 

  これも皆さん一人でも多くの人が豊能町

に興味を持っていただく。農業をしていた

だくということで、続けていただきたいと

思います。 

  それと、新しく特産物、特産品というこ

とで補助を出しているということですけど、

何か新たにできたものはありますでしょう

か。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  上畑建設環境部長。 

○建設環境部長（上畑光明君） 

  お答えさせていただきます。 

  新しく特産品といいますのは、地元の切

畑の夢工房のほうにお願いしまして、ヤー

コンを使ったドレッシングとかピクルスと

いうのを開発したところでございます。 

  以上です。 

○議長（橋本謙司君） 

  長澤正秀議員。 

○１番（長澤正秀君） 

  ヤーコンのドレッシング、今のところは
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ヤーコンをメインという形で進んでいるよ

うに見受けられますけれども、ここで一つ

の考えとして、プレミア的な豊能町ブラン

ドの農作物として、自然災害に左右されず

安定収穫・供給ができるキノコ栽培がよい

かなとは思います。 

  一番の利点は、マスコミなどで今、話題

になっているほど、キノコは健康長寿、元

気な体を保てるようです。１年間安定して

生産し、女性やシニア層の雇用安定、また

健康ブームで栄養価の高いキノコ栽培の利

益性、有用性だけでなく、最低賃金の底上

げや労働力をつける、そういうふうな形で

進めていく方法で、本町独自の栄養価の高

い、ランニングコストの安いキノコ栽培を

産業としてはどうでしょうか、お聞きしま

す。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  上畑建設環境部長。 

○建設環境部長（上畑光明君） 

  お答えさせていただきます。 

  本町におけるキノコ栽培につきましては、

過去にはシイタケの原木自然栽培に加えて、

ハウス栽培やシメジの菌床による栽培など、

生産組合が組織されるほど盛んに行われて

いた時期があります。 

  しかしながら、生産者の高齢化に加え、

東日本大震災以降、原木の入荷が困難にな

ったことにより、今では自家消費が中心と

なり、数軒の農家が原木シイタケを少量出

荷する程度に減少してきております。 

  他のキノコについても、自家消費が中心

で、直売所などには、ごく少量が出荷され

るという状況にもなってきておりますので、

行政として、このキノコ栽培を指導すると

いうところについては適さないのかなとい

うふうに考えています。 

  以上です。 

○議長（橋本謙司君） 

  長澤正秀議員。 

○１番（長澤正秀君） 

  原木を使って生産するとなれば、やっぱ

り年に１回、２回ぐらいですか、の収穫と

なると思います。そして菌床栽培というの

で生産すると、月に何回か収穫できるとい

うように聞いています。 

  そういうふうな形を考えてみると、町内

の空き施設があるのであれば、そういうと

ころを利用して有効的に使って、また、農

家の方に手を挙げてもらうような形で進め

てみてはどうでしょうか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  上畑建設環境部長。 

○建設環境部長（上畑光明君） 

  お答えさせていただきます。 

  農家の方が積極的に、一度この栽培をや

ってみたいというようなことで相談がある

ようでしたら、もし、あいている公共施設

とかが利用できるということがあれば、相

談には乗っていきたいというように考えて

いますけども、行政が主にやるというとこ

ろは考えていません。 

  また、農家の方が自主的にやってみたい

というような取り組みができるようなこと

は考えていきたいというようには考えてい

ます。 

  以上です。 

○議長（橋本謙司君） 

  長澤正秀議員。 

○１番（長澤正秀君） 

  今後、空き施設ができた場合とか、そう

いうときに、ＰＰＰとかそういうふうな形

のものを使って、町外から来ていただくと

いう、そういう広報的なものも考えたりは、

やってないでしょうか。お答え願います。 

○議長（橋本謙司君） 
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  もう一回ちょっと質問してください。 

○１番（長澤正秀君） 

  済みません。 

  ＰＦＩとかＰＰＰとか、そういうふうな

ものを使って積極的に、町外の人を募集す

るというふうな考えはないでしょうか。お

聞きします。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  上畑建設環境部長。 

○建設環境部長（上畑光明君） 

  お答えさせていただきます。 

  町外の方を募集をして、来てもらうとい

うというところは、今現時点では考えてお

りませんけれども、当然、町内の農家の方

が、やっぱりまずは取り組んでもらえるよ

うな環境を整えていくというのが、町のや

るべきことかなというように考えています

ので、現時点では町外から募集するという

ところは考えておりません。 

  以上です。 

○議長（橋本謙司君） 

  長澤正秀議員。 

○１番（長澤正秀君） 

  また町内の方が高齢化になっているとい

うことや、それと新しい若者を募集すると

いうことで、どんどん進めていっていただ

きたいと思います。 

  次の質問に変わります。 

  今年度、シルバー人材センターの会員登

録料が変更になっています。会員数や仕事

の種類、そのような変化など、また今の運

営状況をあわせてお聞きします。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  上浦生活福祉部長。 

○生活福祉部長（上浦 登君） 

  おはようございます。 

  議員がおっしゃいましたように、シルバ

ー人材センターの会費につきましては、今

年度６月の総会におきまして改定を行って

おります。 

  内容につきましては、来年度から実施す

るわけでございますが、現行1,８００円の

年会費を来年度からは1,２００円とするも

のでございますが、合わせまして、来年度

からは今までシルバー人材センターが負担

をしておりました会員個人にかかります傷

害保険、責任賠償保険については、その相

当額でございます1,８００円を本人負担と

するというようなものでございます。 

  会員数の変化はどうなるだろうかという

ような御質問だと思いますが、実際には、

ふたをあけてみなければわからないと思っ

てございますが、会費の変更で大きく変動

するというようなことはないものと考えて

ございまして、それよりかは来年度から自

転車駐輪場の管理業務などがなくなってい

くというようなこともありまして、その辺

の請負業務の増減、これで変化があるので

はないかと考えてございます。仕事の職種

についてもそういうことでございます。 

  現在の運営状況でございますが、ここ数

年、単年度決算では数十万円の赤字となっ

ておりますが、以前からの繰越金がござい

まして、それで穴埋めしておりますので赤

字にはなっていないという状況ではござい

ます。 

  しかしながら、今後についてはその繰越

金も多分、今年度で底をつくのではないか

と思ってございます。加えまして、車両が

４台、５台とあるんですけれども、これの

買いかえの時期が来ているということ、そ

れから、さらには先ほど申し上げました自

転車駐輪場の管理業務が、来年度の途中で

なくなっていくというようなこともござい

ますので、今後のシルバー人材センターの

運営につきましては、このままでは非常に
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厳しいというような状況にあるものと認識

をしてございます。 

  以上です。 

○議長（橋本謙司君） 

  長澤正秀議員。 

○１番（長澤正秀君） 

  今の状態では、まあまあ赤字であるけど

も繰越金があるということで黒字決済、そ

れがもう今年度で終わりということですね。 

  今の状態でいくと、シルバー人材センタ

ーに入会される方が１００人を割ってしま

うと、補助の対象から外れるように聞いて

ますけども、そういったことはあるんでし

ょうか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  上浦生活福祉部長。 

○生活福祉部長（上浦 登君） 

  今年度を例にとりますと、今年度は豊能

町のほうから３７４万円の補助金を出させ

ていただいております。それから国のほう

も運営費補助ということで、町の限度額が

ありますが、限度額を４３２万4,０００円

として町が出す分をアッパーとして出しま

すので、結果として３７４万、あるいは３

７３万というようなベースで国のほうから

も交付がありますが、今、議員がおっしゃ

いましたように、会員数が１００人を切り

ますと、国のほうの交付要綱では１００人

以上でないと出せないというような決まり

になってございますので、議員おっしゃい

ますように、少なくとも国の交付金は出な

いということになります。 

  以上です。 

○議長（橋本謙司君） 

  長澤正秀議員。 

○１番（長澤正秀君） 

  そしたら、今の状態では補助金はいただ

けるという形ですね。 

  それと、あと、今は上限いっぱいまで出

ていなくて、町自体の補助が３７４万円、

まだ余裕がありますけども、来年度の予算

でふやすような考えはないでしょうか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  上浦生活福祉部長。 

○生活福祉部長（上浦 登君） 

  シルバー人材センターにつきましては、

一般社団法人ということで、町とは違う組

織ということで、加えまして補助というこ

とで補助をさせていただいておりますので、

一概には言えないところもありますが、い

ずれにいたしましても、豊能町の高齢化率

等を鑑みますと、高齢者の方がいろんなと

ころで活躍いただくということも町の施策

の一つということもありますので、先ほど

申し上げましたように、来年度以降、非常

に運営が厳しいというような状況も鑑みま

すと、国が認めている４３２万4,０００円、

このあたりの金額については前向きに検討

しなければならないと考えてございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  長澤正秀議員。 

○１番（長澤正秀君） 

  シルバー人材センターの運営、また今後

も進めていただきたいというので、できる

限りのことはしていただきたいと思います。 

  それと、この５月より引き受けた、おで

かけくんですけども、これの運営状態は大

丈夫でしょうか、お聞きします。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  上浦生活福祉部長。 

○生活福祉部長（上浦 登君） 

  お答えさせていただきます。 

  おでかけくんにつきましては、ことしか

らシルバー人材センターに委託を受けてい

ただいてございますが、お聞きしますと、
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初期投資に少しかかったようなことを言っ

ておりますが、今はとんとんでやっていけ

ているというようなことを聞いてございま

す。 

○議長（橋本謙司君） 

  長澤正秀議員。 

○１番（長澤正秀君） 

  それと、以前におでかけくんを運営した

のせ田里伊能ですか、そこの能勢の業者さ

んだと思いますが、そこの業者さんがやめ

はった経緯をお聞きしたいです。 

○議長（橋本謙司君） 

  え、やめはった。 

○１番（長澤正秀君） 

  能勢の業者さんが手を引いた、やめはっ

たんですね。おでかけくんを。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  上浦生活福祉部長。 

○生活福祉部長（上浦 登君） 

  のせ田里伊能さんに昨年度までお願いを

してございました。お願いする条件といた

しましては、豊能町内に事業所のあるＮＰ

Ｏ法人等ということでさせていただいてお

りましたので、能勢に本拠地があるんです

けれども、豊能町内にも事業所がありまし

たので、のせ田里伊能も手を挙げることが

できて、のせ田里伊能に委託をさせていた

だいておりましたが、お聞きをいたします

と、運転手を十分に確保することができな

かったというようなことがございまして、

それもあったため、シルバー人材センター

に受託の意向を町のほうから確認をさせて

いただいて、受けて頑張るということをお

っしゃっていただきましたので、現にシル

バー人材センターでは、運転手の確保のた

めに講習会等々をみずから開いていただき

まして、その確保に取り組んでいただいて、

今、効率よくおでかけくんを運用していた

だいていると思ってございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  長澤正秀議員。 

○１番（長澤正秀君） 

  前回の業者さんが手を挙げられなかった

のは、運転手の確保ができなかったという

ことで、経済的なものではなかったという

ことですね。 

  今、シルバー人材センターのほうで受け

て運営しているということは、今のところ

はいい運営、黒字になっていきそうな感じ

ということですかね。そういうので、住民

サービスの一つとして、安定して続けてい

けるということは、とても安心しました。 

  それと、予算委員会のときに伺いました

けども、おでかけくんで診療所の送迎を行

うという話があったと思うんです。そうい

うのはいつから始めるんでしょうか。お聞

きします。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  上浦生活福祉部長。 

○生活福祉部長（上浦 登君） 

  お答えさせていただきます。 

  個々、診療所に御利用いただいておりま

す患者の送迎のために、内科、それから歯

科にかかわらず、診療所での診療を御希望

されても、身体的に行くことができない。

また、移動手段がない等の皆様への対応と

いたしまして、本診療所の公用車を活用し、

送迎をするというようなことを、今年度の

予算でお認めいただいて業務委託料として

確保をさせていただいたところでございま

す。 

  実施に向けましては、活用できるハード、

先ほど、おでかけくんと議員がおっしゃい

ましたけれども、診療所の公用車、これを

活用してございますので、制限のあること

や利用対象者の範囲、それから診療時間が
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まちまちであるため、時間の調整等々、試

行している段階でございますが、現在は、

まずは今、御利用いただいている患者の

方々を試験的、限定的に直営して送迎をし

ておりますので、まだ大々的に広報を打っ

て診療所で送迎をさせていただくというよ

うなところまでには至っていないというと

ころでございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  長澤正秀議員。 

○１番（長澤正秀君） 

  診療所の患者の送迎というのは公用車と

いうことで、おでかけくんではなかったよ

うですね。 

  それでまた、おでかけくんのことですけ

ども、本町のサービスで福祉の移動として

始まりましたけども、利用者の要望に応じ

て、今、遠方の病院、池田市民病院、箕面

市民病院、川西市民病院、そちらの遠方の

ほうまで送迎をしていて、どうも予約がと

れにくくなっている。そういうふうなこと

に対しての対応、本来の目的からちょっと

外れていて支障が出ているのではないかと

思います。その点をお聞きします。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  上浦生活福祉部長。 

○生活福祉部長（上浦 登君） 

  お答えさせていただきます。 

  議員の今の質問の中の、町外、池田、箕

面、川西の市立病院への対応につきまして

は、１０月の議会の全員協議会のときでし

たか、その他の御報告の中で御説明をさせ

ていただきましたけれども、来年度から町

内だけの移動にさせていただいて、今、議

員がおっしゃいましたように効率が悪いで

すので、町内で効率よく、できるだけ多く

の方々におでかけくんを御利用いただく方

策に向けて取り組みたいということで、報

告をさせていただいたつもりでございます。 

  以上でございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  長澤正秀議員。 

○１番（長澤正秀君） 

  遠方のほうは、もう送迎はなくして、町

内だけの本来のやり方ということでしてい

くということで理解させていただきます。 

  それとまた話が変わりますが、本町では

ヤーコンが人気ということで品薄のようで

すけども、今、また昔、初谷川にワサビが

あったということがあって、シルバー人材

センターの中でもワサビづくりを３年間研

究されている方もいます。また、ほかのニ

ンニクとかそういう野菜もつくっておられ

るようです。シルバー人材センターが主体

となって、農作物、特産品の生産拡大を行

うという考えはないか、お聞きします。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  上畑建設環境部長。 

○建設環境部長（上畑光明君） 

  お答えさせていただきます。 

  先ほどの特産品の中で、ヤーコンを使っ

たドレッシングというふうに回答させてい

ただきましたが、実際は豊能町産のキヌヒ

カリを使って麹、これを使ったドレッシン

グをつくったということですので、訂正し

ておわび申し上げます。 

  本町の特産品として栽培されているヤー

コンについては、キク科の植物で非常にオ

リゴ糖が高く、栄養価が高い。健康野菜と

して今、注目をされているというところも

あります。 

  栽培については、町内の農家の皆さんに

協力をいただいているところですが、志野

の里を通して、ヤーコンの知名度が上がっ

てきており、問い合わせもふえてきている

状況にあります。 
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  今後、数量を確保するためには、栽培面

積を拡大する必要があるというふうには考

えています。 

  一方、府内のシルバー人材センターにお

いては、農産物の栽培や販売に取り組んで

おられるところもあります。豊能町シルバ

ー人材センターにおいて農産物の栽培や特

産品等の生産に取り組んでいただけるので

あれば、大変ありがたいというふうには考

えています。 

  しかし、農産物の栽培には農地の貸し借

りが必要になりますので、農地法の手続等

が必要になってきます。シルバー人材セン

ターから相談があれば、手続等については

支援していきたいというふうに考えていま

す。 

  以上です。 

○議長（橋本謙司君） 

  長澤正秀議員。 

○１番（長澤正秀君） 

  シルバー人材センターで農作物・特産品

開発というのは、これは独自の採算ではな

いですけども、なるべくシルバーの方が頑

張っていただいて、新しい事業という形で

起こしていっていただきたいなという考え

のもとに思いました。 

  それと、新しくいろんなことを考えてい

る方がおられまして、シルバー人材センタ

ーの裏の河原でバーベキューをするとか、

またアユの稚魚を放流して、大きくなると

子どもたちにアユのつかみ取りをさせてあ

げたいというふうなことを考えている方も

おられるようです。 

  この川にアユの稚魚を放流するとか、つ

かみ取りをするというときに、漁業権とか

いうのは要るんでしょうか。その点、よろ

しくお願いします。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  上畑建設環境部長。 

○建設環境部長（上畑光明君） 

  お答えさせていただきます。 

  初谷川については漁業権が設定されてお

りません。河川の一部を使用し、シルバー

人材センターや自治会が集客のためにアユ

の放流をする事業の実施は可能というふう

に考えております。 

  一般的なイベントで収益を伴わない場合

は、特段、規定がないというふうには思い

ますが、恒常的に収益事業を実施するとい

うことになりますと、河川を占用するとい

うことになってきますので、河川法との関

係との調整が必要になってくるというよう

には考えています。 

  以上です。 

○議長（橋本謙司君） 

  長澤正秀議員。 

○１番（長澤正秀君） 

  収益が伴うと漁業権が発生する。これに

関しては、漁業権というのは今の時点では

ないということで理解していいですか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  上畑建設環境部長。 

○建設環境部長（上畑光明君） 

  お答えさせていただきます。 

  初谷川については、現在、漁業権という

のは設定されておりません。 

  以上です。 

○議長（橋本謙司君） 

  暫時休憩します。 

（午前１０時０１分 休憩） 

（午前１０時０１分 再開） 

○議長（橋本謙司君） 

  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

  長澤正秀議員。 

○１番（長澤正秀君） 

  町のこともいろいろ考えて、いろんな行
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動を考えている方もおられるので、それ以

外に、シルバー以外でも高齢の方、今まで

の経験を生かして、いろんなアイデアを使

って、町のことを思っている方には支援し

ていただける方法は、また考えていただき

たいと思います。 

  次の質問です。 

  先月、池田の伏尾台で、地域住民が交通

委員会を立ち上げて、国の補助を利用して、

有償による送迎を２カ月間の試験運転とい

う形で実施されています。個人宅より地域

センターまでの運行で、利用者の制限もあ

りません。その移動手段として、個人宅か

らセンターというのは、バス停、コープ、

銀行、病院、コミュニティセンターなどが

ある場所です。そういうところに移動、自

宅からそこのところまで送っていただける

というサービスです。 

  近くにも介護タクシーの会社があります

けども、何か許可をうまいこと試験的とい

う形でとっているようです。本町と同じく

坂が多く、高齢者の外出を助けるというこ

とで始められたということでした。 

  池田が２カ月のデータを参考にして、今

後の運営を検討されるということでした。

本町も高齢化によることで同じようなこと

が起こっています。それで、本町でもボラ

ンティアで送迎をされている方もおられる

ようですけども、伏尾台と同じように、誰

でも、特定の方以外でも、買い物などに気

軽に乗れるような移動手段はないでしょう

か、お聞きします。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  おはようございます。 

  今の御提案のような新たな交通手段とい

うことでございます。それを導入するため

には、法的な基準を満たすこと、それから

経費面での検討、またさらに、既存の交通

手段との競合、これがどうかなど多方面に

わたった検討が必要ということでございま

す。 

  最終的には本町の地域公共交通会議でお

認めをいただくという必要がございますけ

ども、交通事業者の利害、この調整でござ

いますが、これをどうするかというところ

が一番の課題というふうに思うわけでござ

います。 

  申し上げますと、極端な場合は、その競

合する期間によっては、既存の交通事業者

が本町から撤退をするというような可能性

もございますので、導入に当たっては十分

な調査と調整が必要というふうに思ってお

ります。 

  さらに、今、議員がおっしゃったような

住民が主体というような運営となりますと、

誰がなさるのかというのが一番、課題でご

ざいまして、住民の皆さんの発意がなけれ

ばできないというふうに思うわけでござい

ます。 

  また、仮に立ち上げはできても、それを

継続するということになりますと、その将

来性の点も含めまして、クリアすべきハー

ドルは高いのではないかというふうに思う

わけでございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  長澤正秀議員。 

○１番（長澤正秀君） 

  住民主体ということで立ち上げて、池田

のほうはされています。これもなかなか現

地に伺って、ちょっとお話を聞かせていた

だきましたが、今、手を挙げてくれた人は

１０人ぐらいおられるようで、それで自分

の車を持ち込みという形でされているよう

です。それも課題で、１０人が今度、ある

程度、年齢層の高い方もおられたようなの
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で、入れかわりをどうされるんですかと尋

ねたところ、やっぱり次は知り合いに声を

かけて裾を広げていくという形で対応した

いと思いますという答えでした。なかなか

そういうふうなことで、次の方を、ドライ

バーさんを集めるのは難しいことやと思い

ます。 

  この中でいくと、今のおでかけくん、シ

ルバー人材センターのほうで受けていただ

いているということで、会員さんは常に入

ってこられるんではないかなと思います。

その点で考えると、ドライバーさんの確保

ということは簡単なのではないかなと思い

ます。 

  それで、おでかけくんも利用制限という

のがあったと思います。その中で、前の質

問でもさせていただきましたけども、妊婦

さんとかそういう方も乗せてもらえません

かというふうにお尋ねしました。でも規定

が合わないということで、介護だけである

ということで、だめだという答えでした。 

  これも今後、本町も高齢化で免許を返す

返納者がふえてくると思います。そういう

方が買い物などに困ったときに、それだけ

でも乗れるような形というんですか、免許

を返納された方、そういう限定の枠、また

は妊婦とかいうのを限定の枠という形で、

一度、地域公共交通会議で緩和を検討する

ことをお願いできませんでしょうか。回答

をよろしくお願いします。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  上浦生活福祉部長。 

○生活福祉部長（上浦 登君） 

  議員がおっしゃいましたように、以前に

もお答えをさせていただきましたが、妊婦

さん、それから一時的にけがをなさってい

る方、それから、今おっしゃいました運転

免許証の自主返納者についてもどうかとい

うような御質問でございますが、以前と回

答は変わりはございませんが、運転免許証

の自主返納者におきましては、その方の身

体状況にもよるのではないなと思ってござ

います。介護保険サービスが適用できるよ

うな身体の状況であれば、もちろん御利用

いただけるのではないかなと思っておりま

すが、それは一度、勉強させていただきた

いと思ってございます。 

  なお、このおでかけくんは、中期的には

今ある電車、バス、タクシー、先ほど総務

部長が申しましたように、民間事業者、こ

れらの地域公共交通機関を維持・堅持する

ということを大前提としながら、させてい

ただきたいと思ってございまして、福祉輸

送といった分野については、超高齢社会の

現時代に求められる自助・共助、伏尾台の

事例をおっしゃいましたけれども、ここも

共助の分野ではないかなと思っております

が、その役割をしっかり見きわめながら、

その運営や担い手、多様性を図る時期では

ないかなと、豊能町もそういう時期ではな

いかなと思ってございます。 

  そういう意味では、先ほど答えさせてい

ただきましたが、町外については、もうお

でかけくんを取りやめて、町内限定で有効

活用させていただくという時期に来てござ

いますが、その向こうには、ある意味では、

おでかけくんについても、もう少しそのあ

り方について、検討していく必要があるの

ではないかと思ってございます。 

  以上でございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  長澤正秀議員。 

○１番（長澤正秀君） 

  年齢層、そういうふうな形で、年齢が高

くなれば、どこかぐあいが悪いところがで

きてきて、障害になる可能性があるから検

討はどうかという回答と受け取りました。 
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  でも、この中で、一応、交通会議の中で

議題として、こういうふうな形の返納者な

り、また高齢、年齢、ある程度、一定の年

齢層以上の方は乗れるようにできないかと

いうふうな形の相談を、今後、交通会議の

場で検討・議論していただきたいと思いま

す。 

  次の質問に変わります。 

  前回、光風台駅、そして大和東の通路に

関して、１１月ごろに光風台と大和東、川

西市、豊能町の４者会議を行う予定だと聞

きました。その後、前向きな回答で進んで

いるのか、進捗状況をお聞きします。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  上畑建設環境部長。 

○建設環境部長（上畑光明君） 

  お答えさせていただきます。 

  光風台自治会と大和自治会の間で、何度

か協議をされているというふうに聞いてお

りまして、本年９月２５日付で、改めて光

風台自治会及び大和自治会の連名で要望書

が提出されました。 

  これを受けまして、本年の１０月１６日

に、川西市と協議を行い、本年の１１月１

４日に、初めて大和自治会と光風台自治会、

川西市、豊能町による連絡調整会議を行っ

ております。 

  要望の内容に対して回答するとともに、

意見交換を行ったところです。回答の内容

につきましては、通路については両市町と

両自治会並びに近隣住民の合意が図れるの

であれば、事業化に向けて進めていきたい。

早ければ３１年度の予算に計上したい旨を

回答しております。 

  広域道路については、豊能町側の地権者

の了解が得られれば、前向きに進めていき

たいというふうにも回答しております。 

  次回の４者会議による連絡調整会議は、

来年の１月３１日を予定しているところで

す。 

  以上です。 

○議長（橋本謙司君） 

  長澤正秀議員。 

○１番（長澤正秀君） 

  １１月１４日に４者会議ということで話

の場がきっちり持てたということですね。 

  その中で、今までの話の流れ、説明で聞

くと、このままいけば無事に開通見込みが

立ちそうな感じでしょうか。その辺をよろ

しくお願いします。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  上畑建設環境部長。 

○建設環境部長（上畑光明君） 

  お答えさせていただきます。 

  通路につきましては、ある一定の同意を

とれてきているというふうには感じていま

す。特に近隣の住民の方の了解が得られれ

ば、この通路については早期着工ができる

というふうには考えています。 

  広域道路については、やっぱり地権者の

同意が必要というのが前提となります。な

かなか地権者の同意がとれていない状況に

なりますと、事業着手については、まだ時

間を要するというふうに考えています。 

  以上です。 

○議長（橋本謙司君） 

  長澤正秀議員。 

○１番（長澤正秀君） 

  今のところ通路側が有力に進んでいると

いうことで、近隣住民の理解さえ得れば、

すぐにでも来年度予算で進んでいくという

形で理解させてもろうてよろしいでしょう

か。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  上畑建設環境部長。 
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○建設環境部長（上畑光明君） 

  お答えさせていただきます。 

  そのように考えていただいて結構やと思

います。 

○議長（橋本謙司君） 

  長澤正秀議員。 

○１番（長澤正秀君） 

  それは期待しておきますので。 

  それと、通路のほうはそういうふうな形

ですけど、広域道路に関しては、地権者の

ほうの了解を得られないということで、地

権者のほうの了解を得られるように、今後、

頑張っていただきたいと思います。 

  それで、これこそ、もしも何かあったと

きに、一本でも迂回できる道、そういうの

があれば一番安全やと思いますので、ぜひ

進めていただきたいと思います。 

  これで私の質問を終わらせていただきま

す。 

 ○議長（橋本謙司君） 

  以上で、長澤正秀議員の一般質問を終わ

ります。 

  この際、暫時休憩します。 

（午前１０時１４分 休憩） 

（午前１０時１６分 再開） 

○議長（橋本謙司君） 

  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

  次に、高尾靖子議員を指名いたします。 

  高尾靖子議員。 

○１０番（高尾靖子君） 

  日本共産党の高尾靖子でございます。議

長の御指名をいただきましたので、一般質

問をさせていただきます。 

  その前に、ちょっと申し述べたいことが

ありまして、２０２５年国際博覧会、１１

月２３日、大阪万博が会場として決まりま

した。 

  今回、大阪万博は「いのち輝く未来社会

のデザイン」をテーマにしています。これ

に相等しい万博になるようにということで

は、現状ではとても厳しい状態にあると思

っています。 

  大阪万博の開催には、解決すべき課題が

いっぱいで、私も町議会としての決議には

反対してきたところです。 

  第１に、開催予定地の人工島、夢洲の安

全性である。政府の地震調査会は、今後３

０年以内に、震度６以上の地震発生率は大

阪で５６％、津波が伴う南海トラフ地震は

７割から８割の確率で起きるとしています。

夢洲は大阪湾岸部の中でも特に津波や地震

の被害が大きいとされ、極めて危険性が高

いと言われています。 

  また、第２に、夢洲は２０２８年まで使

用できるごみの最終処分地であります。ま

た、夢洲の土壌にはダイオキシンや重金属

による土壌汚染の危険性があります。早期

に埋め立てる費用とともに、夢洲にかわる

ごみの処分場への費用負担などは莫大な無

駄遣いになります。 

  第３に、開催国を決めるに当たり、博覧

会国際事務局は、万博とカジノＩＲは別の

事業と理解したという。しかし、大阪府・

市の夢洲まちづくり構想は、カジノＩＲと

万博がセットの計画です。第１期でカジノ

ＩＲ７０ヘクタールをつくり、第２期では

万博会場６０ヘクタール、第３期で滞在型

リゾート施設４０ヘクタールをつくる計画

となっています。 

  万博の事業運営費８００億円から８３０

億円、会場建設費1,２５０億円は、国・

府・市・民間が負担すると言いますが、費

用の多くは税金で賄われます。 

  このほか、交通インフラなにわ筋線3,３

００億円、淀川左岸線延伸工事4,０００億

円、夢洲への中央地下鉄延伸が５４０億円、

ＪＲ桜島線延伸1,７００億円と、巨大な開

発がめじろ押しです。また、大阪市は先日、
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自転車通路も設置すると言っています。 

  今、税金を投入すべきは、高度経済成長

時代のような大規模開発ではなく、環境問

題やエネルギー問題、そして何よりも高齢

化社会に対応した医療や福祉など、社会保

障制度や防災対策の拡充ではないかと思い

ます。 

  大阪万博は決まったけれども、カジノＩ

Ｒが認められたわけではなく、多くの国民

がカジノに反対している。半年間の万博が

終わり、後にはカジノ賭博場が残ったでは、

府民や国民の理解は得られないと思います。 

  カジノ実施法は強行されましたけれども、

ギャンブル依存症対策などは後回しです。

利権や犯罪の温床になるカジノでは景気回

復はできないと思います。 

  私は、夢洲での万博開催に反対し、安全

な会場と経費を抑えた大阪万博が開催され

るように求めるものです。 

  以上、このことをちょっと言いたかった

ので、述べました。その上で、一般質問も

防災なんかを含めた一般質問をさせていた

だいております。順次、報告どおりの質問

をさせていただきます。よろしくお願いい

たします。 

  まず、教育問題です。 

  小中一貫教育についてでございますが、

私は、３月定例会で基本計画、基本設計の

予算、２年間の予算ですが約4,８００万円

を計上していることは問題だとして反対し

てきました。住民に先に説明してからでな

いと認められないということで、討論で訴

えてきたところです。 

  小中一貫教育と学校再配置の説明会を求

めてきまして、それが５月から１０月にか

けて、また１１月には東西両地区の住民説

明会が開催されました。 

  これまでの質疑に加え、西地区の住民説

明会では、「説明不足だ」「急ぐことでは

ない」「まちづくりの観点が抜けている」

「耐震化はしているのに莫大なお金を使っ

て学校建設の必要はない」等々、多くの疑

問が出ました。 

  多くの意見を踏まえ、３月・６月・９月

定例会で質問した際に、教育長はこのよう

に答弁されています。「出された御意見は

行政と協議し、住民の皆さんの意見に合わ

せた変更も検討」と答弁されています。 

  町の一大事業、まちづくり、教育、この

ことをＰＴＡ、保護者、住民とじっくり時

間をかけることが大事だと思っております。

地域の人が住み続けられ、教育ができる地

域づくりを目指すべく、方針の見直しはど

うお考えなのか、再度お聞きいたします。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  新谷教育長。 

○教育長（新谷芳宏君） 

  おはようございます。 

  今、方針の見直しはどうかという御質問

でございました。我々も５月から１０月に

かけて保護者説明会、１１月には住民説明

会をさせていただきました。 

  この方針については、教育大綱の方針と

いうことで、基本的には町長さんのほうが

策定されるものというふうに理解をしてお

ります。教育委員会はその策定に当たって

の案を出せということでございましたので、

前から御答弁させていただいていますよう

に、協議をして町長のほうに小中一貫教育

と学校再配置についての案をお示しさせて

いただいたところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  高尾靖子議員。 

○１０番（高尾靖子君） 

  昨日の町長の答弁では、いろんな意見を

いただきましたと。しかし、この方針の変
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更はないと思いますというような答弁をさ

れたんじゃないかと思うんですけど、その

点、確認します。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  乾副町長。 

○副町長（乾 晃夫君） 

  おはようございます。 

  きのう町長がそういうふうに言われたと

思っております。しかしながら、我々とし

ては、教育委員会、あるいは町長部局等は

最善の方法だというふうには、今現在では

考えております。 

  しかしながら、今後、住民の意見を整理

して、教育委員会の内部、あるいは町長部

局と教育委員会の話し合い、あるいは議会

にも詳しくお話をさせていただいて、その

後で町長が決断されるというふうに我々は

認識しておりますので、よろしくお願いい

たします。 

○議長（橋本謙司君） 

  高尾靖子議員。 

○１０番（高尾靖子君） 

  今、再度お聞きしたところ、昨日と同じ

御答弁だと思いますが、新谷教育長も、皆

さんからいただいた貴重な御意見は、本当

に大事にしていかないといけないと思われ

ていると思うんですけれども、しかし、協

議をしていくという行政への要請はしてい

かれるんですか。その点、町と協議すると

いう姿勢は崩されておりませんか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  新谷教育長。 

○教育長（新谷芳宏君） 

  お答えします。 

  町長部局と協議ということかなというふ

うに、ちょっと理解をしておりますけれど

も、当然１１月の教育委員会会議におきま

して、住民さんからいただいた意見を少し

整理をさせていただいて、１２月の教育委

員会会議で議論をさせていただこうという

ことを言っております。 

  その後、先ほど副町長のほうから御答弁

がありましたように、町長部局とも協議を

させていただくというふうな方向で、今、

考えております。 

  以上でございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  高尾靖子議員。 

○１０番（高尾靖子君） 

  学校は社会資本といいますかコミュニテ

ィ、これがまちづくりと一体化したもので

ございますので、その東地域からの嘆願書

が出ているのも、そのことを訴えておられ

ますし、同僚の専門家からお聞きしても、

まちづくりとの関連は切り離せない問題だ

ということを聞いております。 

  その中で教育だけを語るんじゃなくて、

やはり教育大綱には町長も入っておられる

ということでは、一体化した話がされなけ

ればならないということを思うんですけれ

ども、その点について、御理解されている

かどうか、新谷教育長、お願いいたします。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  新谷教育長。 

○教育長（新谷芳宏君） 

  お答えしますけれども、一応、やはりこ

ういう大きな町の教育の政策につきまして

は、地教行法が変わりまして、総合教育会

議で町長の考え方も含めた上でなされると

いうふうにしております。 

  当然、町長の指示があり、我々としまし

てもその案を検討させていただいて、こと

しの１月末に町長のほうに報告をさせてい

ただき、そして町長のほうが、いろんなこ

とを検討されて、２月に教育大綱を出され
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たというふうに理解をしておりますので、

当然そのときには、総合教育会議で教育委

員も入りまして、意見を述べ合いまして、

町長の御意見も聞きながら、町長が最終判

断をされるということになっているという

ふうに思っておりますので、決して教育委

員会単独とかいうことではございません。 

  以上でございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  高尾靖子議員。 

○１０番（高尾靖子君） 

  最終的には議会が判断するということも、

町長はおっしゃいました。その点、十分、

話を煮詰めるためには、やはり地域の皆さ

んとも、まだまだ説明が足らないというこ

とも言われておりましたし、希望ケ丘での

そういう説明会、懇談会といいますか、小

さな懇談会でも対応していくということも

言われておりました。そのことは、ぜひ実

施していただきたいと思っております。 

  また、近隣での問題を言いますと、池田

のほそごうは御存じだ思いますけれども、

ほそごう学園では、校舎や運動場などの共

用によりまして、小中一貫教育になれば、

教育や子どもの発達に支障を来すふぐあい

も起きてきていたと。今は多少の落ちつき

はあるけれども、そういうことも起こって

きていると。 

  運動会や文化祭の行事を小中合同。リー

ダーシップの養成や受験準備にも支障が出

ていると。施設一体型小中一貫校は見直し

するべきだというふうに思いますし、大勢

の、私が相談してきた専門家がたくさんお

りますけれども、その方たちに関しても、

そういう豊能町の東西分かれた地域の特徴

からしたら、やはり東地域には学校を残す

べきやということも、前回も申しましたけ

れども、このことを再度申し述べたいと思

いますけれども、そのことも含めて、ほそ

ごう学園のことも御存じかと思いますけど、

その点、どうお考えですか。 

○議長（橋本謙司君） 

  暫時休憩します。 

（午前１０時３１分 休憩） 

（午前１０時３１分 再開） 

○議長（橋本謙司君） 

  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

  答弁を求めます。 

  新谷教育長。 

○教育長（新谷芳宏君） 

  お答えします。 

  今、高尾議員がおっしゃった池田のほそ

ごう学園の件でございますけれども、池田

のほそごう学園は、今年度より、義務教育

学校として４・３・２・制のシステムを採

用して学校運営を行っておられると聞いて

おります。７０年間、小中別々の学校文化

が数年間ですぐさま全て解決ということに

はなかなかならないというのは承知をして

おります。 

  ただ、先生方の努力並びに、また、保護

者、地域の皆さん方の理解によって、これ

からの激動する社会を見据えて、新たな義

務教育学校として頑張っておることに関し

まして、我々としましては敬意を表したい

というふうに思っております。 

  当然、学校が新しい形でスタートするわ

けでございますので、さまざまな課題とか

そういうものは生じてくるというのは理解

をしております。 

  先ほども申しましたけども、ほそごう学

園では小中学校のそれぞれの学校文化を融

合させながら、子どもたちにとって学びた

い、通いたい学校になるよう日々努力をさ

れておられるというふうに聞いております

ので、私はそういう理解をしております。 

  以上でございます。 

○議長（橋本謙司君） 
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  高尾靖子議員。 

○１０番（高尾靖子君） 

  これまで町も住民の質疑応答で、町の言

われるデメリットもたくさん述べられてき

たと思うんです。その中で、学校単独で多

様な部活動ができにくくなり、部活動の種

目や活動内容が狭められるというふうにも

おっしゃっております。 

  そういう問題も解決していかないけない

問題でございますけれども、今は考え方も

少々変わってきております。先生はプロで

はないいうことで、忙しい中で、諸外国で

も、今、国内でも、課外活動は学校ではな

く、地域のスポーツクラブなどで行ってい

く方向が見られております。教師が専門外

の指導をするよりも、その道の専門家が指

導することを考えていくことが今後は必要

だと思うんですけど、こういう一つの例で

すけれども、いろいろこういうことに踏み

込んだ御答弁も、なかなかまだこれからの

問題として検討委員会でということになっ

ていると思うんですけど、そういう問題を

検討委員会を立てていうのは、この小中一

貫教育が議会で決めていただくいうことが

決まってからのことになるのでしょうか、

いろいろ決めることは。検討委員会は、今

後、そういう予定としてはいつごろ、来年

以降、４月以降にいうことを考えておられ

るんですか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  新谷教育長。 

○教育長（新谷芳宏君） 

  お答えいたします。 

  この小中一貫教育並びに学校再配置、い

わゆる町の方針がこの前に進めようという

ことでなりましたら、当然、さまざまな課

題について意見をいただく会、例えば準備

会、前も申しましたけれども、準備会とか

そういうものを立ち上げたり、あるいは先

生方でカリキュラムをつくっていただいた

り、行事の問題、さまざまな問題について

やはり協議していただく場が、あるいは検

討していただく場が必要かなというふうに

思ってます。その時期についていついつか

というのは、ちょっとこれは今の段階では

申し上げることはできないと思っておりま

す。 

  以上でございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  高尾靖子議員。 

○１０番（高尾靖子君） 

  今、決められないと言われたこの問題が

一番大事な問題だと思うんですね、教育内

容に入っていきますから。そのところでの

問題点が、今、語られてないということは、

皆さん、とても不安材料になっていると思

っているんです。 

  そういうことでの質疑がたくさん出てき

たと思いますので、この点は今後も引き続

き、小さな懇談、また説明会などを、要請

あれば、ぜひ続けて、納得できるまでの説

明を続けていってもらいたいと、そのよう

に強く思いますが、その点の姿勢はござい

ますか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  新谷教育長。 

○教育長（新谷芳宏君） 

  お答えいたします。 

  今回、住民説明会並びに保護者説明会に

ついては、教育大綱のこの４小２中を１小

１中の一体型の学校にいたします。それか

ら平成３５年４月を目標にさせていただく

と。通学については通学バスを配置をした

い。給食についてはこういうことと。認定

こども園については２園体制に行うと。こ

の項目について皆さん方にお話をし、説明
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をしてまいりました。それ以外について、

基本的には、今のところ、それを皆さん方

にいかがですかということで、今、お伺い

をしてきたということでございます。 

  以上でございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  高尾靖子議員。 

○１０番（高尾靖子君） 

  これから教育内容が一番問題になってい

るということで、私もそういうことがいろ

いろと全国の統廃合されている小中一貫教

育も進められている品川区とかいろいろあ

るんですけども、そういうところでの不登

校の問題とかいろいろ問題が出ております。

こういうことが先に事例として挙げられて

いる懸念がいっぱいございます。そういう

ところをしっかりと解決できるような内容

も含めた説明会も求められると思いますの

で、その点、しっかりと説明をしていって

いただきたいと思います。続けてください。

よろしくお願いいたします。 

  次に行きます。 

  次、子どものネット依存についてなんで

すけれども、今、全国で子どものネット依

存の影響が学校現場にも及んでいるという

ことで、新聞記事にも大きく取りざたされ

てきております。以前にもこういう話があ

ったとは思うんですけれども、スマホの問

題もあります。 

  この問題については、本町としてはどの

ように指導されているのかお聞きいたしま

す。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  新谷教育長。 

○教育長（新谷芳宏君） 

  お答えいたします。 

  インターネットとかスマホに関しては、

情報収集については非常に簡便に便利にた

くさんの情報が瞬時に入るということで、

非常にその有効性いうのは当然あり得ます。 

  ただ、やはり小中学校の子どもたちにと

って全てがプラス面ということではなくて、

マイナス面も当然ございます。 

  したがいまして、各学校では警察及び外

部団体の方々にも協力をいただきながら、

インターネット、スマホの危険性とか依存

性について、児童生徒のみならず、保護者

の方々にも啓発する教育内容を推進してお

るところでございます。 

  例えば、昨年度は４小学校の６年生を東

ときわ台小学校のほうに集めて、大阪府教

育委員会より派遣いただいた講師に、スマ

ホやインターネット等の実際の映像を見さ

せながら御講演をいただきました。ネット

依存の恐ろしさ、犯罪に巻き込まれないノ

ウハウ、インターネット、スマホの危険性

についてお話をいただきました。そういう

ことで、現在、取り組んでおるところでご

ざいます。 

  以上でございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  高尾靖子議員。 

○１０番（高尾靖子君） 

  常にそういう、今、問題がずっと出てき

ておりますので、この点は、やはり依存症

というのは、先ほども言いましたように、

万博でのギャンブル依存症とか、そういう

大人でも依存症でいろいろ生活困難になっ

たり、精神的にもおかしくなったり、そう

いうふうな問題が出ておりますので、子ど

もはやわらかい頭で柔軟なんですけれども、

それだけにいろんな悪影響も入ってくると。

そういうことはできるだけ避けたいという

ふうに思うわけですけれども、教育委員会

としてもそれは同じだと思います。 

  それで、先日は大阪府がスマホ、携帯を

認めるいうようなことが報道されました。
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そのもとで、これからの学校対応大変難し

くなると思うんですけども、学校にそれは

委ねるような、そういう言い方もされてお

りますけれども、これはちょっと新しいニ

ュースで申しわけないんですけども、この

ネットと同じ系統でございますので、その

点ではどのようにお考えなのかお聞きいた

します。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  新谷教育長。 

○教育長（新谷芳宏君） 

  お答えいたします。 

  大阪府教育委員会のほうが、府議会であ

ったと思いますけれども、緊急対応の一つ、

いわゆる地震とかそういうことが非常に心

配で、そういうこともあり得るんではない

かというふうな御答弁をされたというふう

に聞いております。 

  その後、教育委員会としましても、以前

はやはり学校には必要のないものというふ

うな理解で、一応、学校の持ち込みについ

ては原則禁止という形を、この間、ずっと

来ておりましたけれども、少し状況の変化

があるのかなと。これは少しやはり我々と

しましても、多分、学校の校長先生方、先

生方、非常に心配をしておられるというふ

うに思ってます。 

  府教委のほうにも問い合わせをさせてい

ただきましたけども、多分、３月か４月か

わかりませんけども、ガイドラインを出し

たいというふうなことをおっしゃっており

ます。それを見ながら対応していかなけれ

ばならないんですけども、この辺の功罪を

しっかり見きわめながら、学校現場の先生

方、あるいは学校の校長先生方とも十分協

議をしてまいりたいというふうに思ってお

ります。 

○議長（橋本謙司君） 

  高尾靖子議員。 

○１０番（高尾靖子君） 

  これは親に対して押しつけるものでもな

く、子どもの自主性ということも育てない

といけないし、抑制することも覚えさせな

いといけないということもあると思うんで

すけど、その点、十分先生方も、これをま

た授業以外の問題として取り組むいうこと

になるので、大変これから先生もまた頭痛

めることも多いんだと思うんですけれども、

この点のところ、十分、今、ガイドライン

を出すということは、出されたとしても、

個々の学校でどう対応するかという問題に

なっていきますので、その点のきちっとし

た対応を、できるだけ先生にも影響が出な

いような形で、また、子どもたちへの悪影

響にならないという、そういう方向をしっ

かりと考えていただいて、御指導を願いた

いというふうに思います。 

  これは大人でも、電車になんか乗ってい

ても、ずらっと皆さんスマホを見てはりま

す。本を見てる人少ないですね。そういう

ことで、町は本を読むようにカバーもくだ

さったりしているんですけど、そういうこ

とを見かけることも少ないですけど、やは

りいろんなことを知るいうことの機会では

ありますけれども、それが勉強に差しさわ

ることになるいうことはやはり問題になる

んじゃないかと思いますので、その点、十

分配慮していただきたいと思います。それ

はお願いしておきますが、よろしいでしょ

うか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  新谷教育長。 

○教育長（新谷芳宏君） 

  先日、町村の教育長会がございました。

その話題が随分出ておりまして、ほとんど

の教育長さんも非常に危惧している、心配
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しているということで言っておられました。

私も同感でございます。本当に学校の中で

のスマホの取り扱い、非常に高価なものご

ざいますので、その点も考えなければなら

ない。非常に先生たちが苦慮されるという

のは我々としても考えていかなければなら

ない。とにかく学校と教育委員会が十分協

議をしながらやっぱり考えていかなければ

ならないと考えておりますので、ぜひその

あたりを現場の先生方の意見も十分入れな

がらやっていきたいというふうに思ってお

ります。 

  以上でございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  高尾靖子議員。 

○１０番（高尾靖子君） 

  それでは、しっかりと求めておきたいと

思います。 

  次に行きます。 

  老人福祉センターの今後についてを質問

させていただきます。 

  町は元気で暮らせる支え合いのまちづく

りということを上げておられます。６月議

会で質問をしてきました。老人福祉センタ

ーでの入浴サービスを廃止するいう方針を

打ち出したということで、私は復活してい

ただけるよう求めていったわけですけども、

これに対して、部長のほうから、ひとり暮

らしの方、身体的虚弱な方、自宅において

１人で入浴するのが不安な方、介護予防の

観点から、不安解消するような事業が必要

と考えていますと答弁されました。その検

討はされたのかどうか、御答弁いただきた

いと思います。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  上浦生活福祉部長。 

○生活福祉部長（上浦 登君） 

  お答えをさせていただきます。 

  ６月議会の御質問に御答弁をさせていた

だきましたのは、ひとり暮らしの方、これ

を一くくりにさせていただいたものではな

く、身体的に虚弱な方で自宅においてお一

人で入浴するのが不安な方と括らせていた

だいたと思ってございますので、よろしく

お願いいたします。 

  その点を踏まえてお答えをさせていただ

きますと、今、検討しておりますのは、民

間の社会資源、例えば民間がなさっておら

れる福祉サービス系の施設で、そういった

方々に対する入浴サービスができないかを

前向きに検討しているところでございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  高尾靖子議員。 

○１０番（高尾靖子君） 

  検討していくという御答弁だったんです

が、まだ検討中いうことでよろしいんです

か。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  上浦生活福祉部長。 

○生活福祉部長（上浦 登君） 

  はい。相手のあることでございます。そ

れと、制度上の問題、スキームをどうして

いくかということもございますので、まだ

検討中ということでございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  高尾靖子議員。 

○１０番（高尾靖子君） 

  老人福祉センターの入浴サービス、今、

おっしゃったようなことで、不安解消する

ための入浴サービスを求めてきたわけです

けれども、しかし、老人会の皆さん、口々

に、お会いするたびに、皆さん、老人福祉

センター豊寿荘の入浴サービスを復活して

ほしいという切実な要望が寄せられており

ます。町にはそういう要望がないのかどう

かはちょっと後で聞きたいと思いますけれ
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ども、高齢者の方が安心して住み続けられ

る町、これを銘打っている豊能町でありま

す。温かく見守られる生活は高齢者の願い

であります。入浴は多少の有料になっても

仕方がないけれど、町外へ行くよりも、町

内で安心できる施設での入浴サービスをし

てほしい、こういう思いで大勢いらっしゃ

います。 

  あるものをなくすのは楽しみを奪うもの

にならないか、こういうことを考えて、ぜ

ひ取り組んでいただきたいと思いますが、

この点のお考えはいかがですか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  上浦生活福祉部長。 

○生活福祉部長（上浦 登君） 

  議員おっしゃいましたように、確かに町

内で生き生きとできるだけお元気で住みな

れた環境で住みなれたお家でお暮らしいた

だくというのが行政としても願いでござい

ます。そのためには、先ほども申し上げま

したように、お一人でお風呂に入るのが、

虚弱のために入れない方については、何ら

かの対応をしていかなければならないだろ

うと考えてございますが、まだお元気でお

一人でお風呂に入れるというような方々に

対しては、何か手だてをしていくというよ

うなことは今のところは考えてございませ

んので、よろしくお願いいたします。 

○議長（橋本謙司君） 

  高尾靖子議員。 

○１０番（高尾靖子君） 

  私は有料ではお勧めはしませんけれども、

皆さんは、有料でもいいから、町内で安心

して入浴できる施設がやはりあればいいと

いうことを、ひとり暮らしの方が多いわけ

です、高齢者でも。介護保険を使わずに元

気で暮らしておられる、ここがすごく豊能

町にとっては貢献度の高い高齢者の方たち

だと思うんです。 

  先日も補正予算で介護保険の準備基金が

積み立てられて、それで何億円になります

か、４億円以上になっていると思うんです

けれども、そういう保険を使わないで積み

立てられるような状態で頑張っておられる

高齢者の方たちには、入浴サービスができ

るぐらいのやはり豊能町であってほしいと

いうふうに思うわけですけれども、これは

全く考えは、計画もない、考えもないとい

うことになるんでしょうか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  上浦生活福祉部長。 

○生活福祉部長（上浦 登君） 

  お答えさせていただきます。 

  この間、老人福祉センターあり方検討委

員会、これの結果を踏まえて、私ども本町

が方針を策定させていただいたところでご

ざいます。 

  そういうことを鑑みますと、老人福祉セ

ンターの入浴サービス、お風呂については

継続させる方向ではなく、廃止の方向であ

ると認識をしてございます。 

  それから、議員がおっしゃいましたよう

に、介護予防の観点から、入浴サービスを

したらどうかというようなことですけれど

も、今、御利用いただいているといいます

か、今は休止中でございますが、最後のほ

うに御利用いただいたのが、女性が２０名、

男性が２０名、全部で４０名程度だと思っ

てございます。そういったことも踏まえま

すと、入浴サービスによる介護予防という

ことではなしに、もっと多種多様ないろん

なことの介護予防を、今後、老人福祉セン

ターで展開をさせていただきながら、その

方々のお元気をできるだけ長く維持できる

ように進めていきたいと考えてございます。 

  以上です。 
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○議長（橋本謙司君） 

  高尾靖子議員。 

○１０番（高尾靖子君） 

  もう既に外からも入ってこられて、マー

ジャンや何かいろいろ楽しんでおられると

いうことを聞いております。それはすごく

いいことだし、脳の活性化にもなって、皆

さんは元気で御活躍されているいうことは

望ましいことですので、その中で、やはり

災害に遭ったりしたときに、施設として入

浴ができるようなことも含めて、そういう

ことも大事じゃないかなというふうにも思

うんですけれども、全く検討委員会ではそ

の方針が出たいうことでは変えられないと

いうことなんですね。再度、これ、確認ち

ょっとしたいと思います。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  上浦生活福祉部長。 

○生活福祉部長（上浦 登君） 

  お答えさせていただきます。 

  今のところ、老人福祉センターの入浴サ

ービスについては、機器が大規模修繕が必

要になりますと、廃止をさせていただくと

いう方向でございます。今も休止をさせて

いただいておりますが、このままの今まで

と同じ方式で改修をする場合、見積もりを

とっておりますが、約１,３００万円かかる

というようなことで、見積もりはいただい

ております。 

  ただし、何度も申し上げますように、今

までと同じ方式で改修をする場合というこ

とでございます。ですので、廃止するとい

う方向で進めてございます。 

  何度も申し上げますように、お一人でお

うちで不安を抱えた虚弱な方につきまして

は、先ほども申し上げましたように、民間

の社会資源、例えば福祉サービス系の施設

でそうしたことに対応できないか、今は検

討中でございますので、よろしくお願いい

たします。 

○議長（橋本謙司君） 

  高尾靖子議員。 

○１０番（高尾靖子君） 

  しつこいようですけど、高齢化したら８

０以上の方も多いわけです。いつ何どき倒

れたりすることがあるかもしれないという

不安を抱えておられるんです。家で入浴し

たときに滑って倒れたいうのは、若い人な

らばすぐにぱっと対応できるけれども、年

配の人はそうはいかなくて、骨折したりし

て、ひとり暮らしでそういうことになれば

大変なことになります。そういうことを防

ぐためにも、私は皆さんの要望もお聞きし

ながら、このことを、入浴のサービスを再

開できないかいうことを求めております。 

  その点、今後の虚弱の方を対象とおっし

ゃってますけれども、高齢化してきたら、

元気な人も含めて、いつ何どき、そういう

こけて骨折するようなこともあるかもしれ

ません。そういうことも含めて、検討委員

会、今から検討されるいうことですけれど

も、社会福祉施設ですか、そこでお願いす

るいうことですけども、要望に応じて受け

入れができるような姿勢を、体制をつくっ

てもらえるように強く要望したいと思いま

す。それはよろしいでしょうか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  上浦生活福祉部長。 

○生活福祉部長（上浦 登君） 

  お答えをさせていただきます。 

  それにつきましては、相手方といいます

か、民間の社会福祉施設になりますので、

その辺のところを考慮しながら、そういっ

た意見があるということは伝えさせていた

だきたいと思ってございます。 

○議長（橋本謙司君） 
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  高尾靖子議員。 

○１０番（高尾靖子君） 

  では、強く要望をしておきます。 

  次に、防災・災害対策についてお伺いい

たします。 

  災害がいつ起こるかということで、この

間の豪雨、地震、私は危機感を持って生活

しているところです。 

  ７月の豪雨で農地や農業用の施設など、

豊能町で初めて土石流なども発生したとい

うことでございます。豊能町の町内外の道

路の封鎖、また、花折街道は豪雨の都度、

倒木や土砂崩れなどで通行どめになり、陸

の孤島というようなことも一瞬的にはあり

ました。それはすぐ改善されたものの、毎

年、こういうことが起こっているというこ

とです。 

  そういうことでの一つ改善を求めたいわ

けなんですけども、それと同時に、先ほど

も質問がありましたけども、私は９月にも

質問いたしましたけど、大和の通路や計画

道路について、その後の進捗状況をお聞き

したいわけなんですけども、これは光風台

自治会のほうで要望書を出されて、要望書

が手元にございます。手元に返ってきてい

るわけですけれども、大和の通路のほうは、

今後、見込まれるということで話し合って

いて、続けていただくいうような状況にな

っておることは、皆さんのたくさんの方が

それを望んでおられるので、ぜひ続けても

らいたいと思っているんですが、この計画

道路のほうなんですけども、これは持ち主

がうんと言われないということであります

ので、これは翻意した場合にはいうことが

書かれておりますけれども、そうされるよ

うにこれからも交渉をしていかれるのかど

うか、その点について確認いたします。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  上畑建設環境部長。 

○建設環境部長（上畑光明君） 

  お答えさせていただきます。 

  広域道路の件ですけども、用地の交渉を

これまで４回以上重ねてまいりましたけど

も、残念ながら理解を得ることができない

という状況になっています。 

  引き続き、やはり粘り強く、土地の所有

者に対しては、今後も広域道路についての

現在の取り組み状況なども報告しながら、

連携を図って土地の所有者の方の考え方が

変わっていただけるように取り組みをして

いきたいというふうには考えています。 

  以上です。 

○議長（橋本謙司君） 

  高尾靖子議員。 

○１０番（高尾靖子君） 

  これまでのこういう状況、災害の状況な

どもしっかりと話されて、御理解いただけ

るように交渉を重ねていただきたいと思い

ます。これはそのように求めておきたいと

思います。 

  次に行きます。 

  災害のほうの関係なんですけども、総務

省消防庁で要支援者が避難する際の個別計

画の策定率を調査しているんですけれども、

全員分を済ませた市町村は全体の１割とい

うことが言われておりまして、本町の取り

組みはどのようにされているのか、どのよ

うな状況なのか聞かせてください。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  上浦生活福祉部長。 

○生活福祉部長（上浦 登君） 

  お答えさせていただきます。 

  本町では、災害時にみずから避難するこ

とが困難な方々に対し、迅速な避難の確保

を図るため、避難行動要支援者名簿を作成

をしてございます。 
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  また、災害時に避難行動要支援者名簿を

活用した実効性のある避難支援が行えるよ

う、平常時から消防、警察、支援団体、自

主防災組織、民生委員、社協、これらに名

簿を提供し、情報共有に努めているところ

でございます。 

  御質問の、個々の要支援者の状況に沿っ

た避難時における個別計画の作成について

は、その支援者の命を守ることはもとより、

地域の支え合いの共助の関係づくりにも有

効であり、さらなる行動支援のためにも取

り組むべき事項であると認識はしてござい

ますが、現時点におきまして、本町におき

ましては、まだ作成に至っていないのが現

状でございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  高尾靖子議員。 

○１０番（高尾靖子君） 

  これはプライバシーのことも関係してく

るいうことで、なかなかこれが煮詰められ

ないということも言われております。確か

にそうだと思います。たくさんの皆さんの

関係者の御協力がないと、これもできない

と思いますし、私どももお隣近所、おひと

り暮らしの人がふえておりますので、この

点は連絡をとり合って、できるだけ協力で

きるような体制を心がけているところなん

ですけれども、そういう点が、やっぱり住

民の皆さんにも浸透していかないといけな

いと思うんですけれども、高齢化でひとり

暮らしの方が多くなっているということで

すので、その点、町として、また、民生委

員さんやら一生懸命頑張っていただいてお

ります。いつもビラも配って協力している

ところですけれども、そういうところでの

常々の活動がこういうところに生かされた

らいいなと思いますけれども、町としても

しっかりとこれがきちっとできるような体

制も、今後はやはり時間をかけてやること

が必要だと思いますので、その点、強く要

望しておきたいと思いますので。 

  では、次に行きます。 

  来年の１０月から消費税増税ということ

で、保育、幼児保育は無償化にするという

ようなことを内閣府のほうでは言ってます

けれども、自治体の負担が公立では多く、

負担が全額いうようなことを言われており

ますけれども、豊能町としての保育計画は

どうなのかお聞きいたします。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  南教育次長。 

○教育次長（南 正好君） 

  おはようございます。 

  来年から始まります保育の無償化のこと

でございますけれども、現在、国のほうで

はそのような方針が立っておりまして、先

ほど議員が言われたとおり、公立の施設で

ございますので、１０分の１０の負担にな

るということで、地方財政措置のみが町に

とっての財源になるかなと思っております。 

  そのような中で、今回は全国の町村会を

通しまして、国のほうに市町村に過度の負

担が及ばないような制度設計をしていただ

くように、今現在、要望活動をしておりま

す。 

  また、市長会においても、そのような要

望活動をされておるところでございまして、

全容としてまだはっきりとしたものが出て

いない状況でございますけれども、国の方

針にのっとって進めていかなければならな

いと思っております。 

○議長（橋本謙司君） 

  以上で、高尾靖子議員の一般質問を終わ

ります。 

  この際、暫時休憩いたします。 

  再開は１１時２０分といたします。 

（午前１１時０７分 休憩） 
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（午前１１時２０分 再開） 

○議長（橋本謙司君） 

  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

  次に、川上勲議員を指名いたします。 

  川上勲議員。 

○１２番（川上 勲君） 

  おはようございます。久しぶりに一般質

問をさせていただいて、私の美声を聞きた

いという方もいらっしゃいますんで、一生

懸命質問をさせていただきますんで、理事

者の皆さん方、よろしくお願いしたいと思

います。 

  地球は狂ってますね、今ごろ。自然も狂

ってるし、中に住んでおる人間も狂ってお

ると。最近、世界の各地でいろんな紛争が

起こってますし、また、この日本を取り巻

く韓国、北朝鮮、中国、ロシアにおきまし

ても、虎視たんたんと日本を狙っておりま

す。 

  そういう状況の中で、北朝鮮などは、ア

メリカのブッシュ大統領に言われたことは、

ならず者の国家やというぐあいに言ってお

りますけれども、果たして韓国や北朝鮮、

中国、ロシアの国、あるいはその国民を信

頼できる国かどうか、一般的な常識でござ

いますんで、質問内容はございませんけれ

ども、答弁をいただけたら結構かと思いま

すんで、どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  乾副町長。 

○副町長（乾 晃夫君） 

  いきなりの質問でございまして、非常に

世界でデモ等も行われたり、あるいはアメ

リカに移民の方が押し寄せるというような

いろんな問題があり、また、記者等が暗殺

されるというような、世間が非常に騒がし

いときになっております。 

  それから、貿易問題についても非常に難

しい問題になって、今後、日本の経済、世

界の経済についても非常に不安が残るよう

な状況にあるんではないかというふうに思

っております。 

  ここらぐらいまでしか私にはわかりませ

んので、ひとつよろしくお願いいたします。 

○議長（橋本謙司君） 

  川上勲議員。 

○１２番（川上 勲君） 

  私が問うたんは、先ほど言った、国が信

頼できる国かどうか。私は全然信頼できな

いと思います。 

  韓国においては、竹島、それから尖閣諸

島、あるいは、北朝鮮は日本人を拉致しと

る。ロシアは北方領土をとったまま返さな

いと。そういう国が信頼できるかどうか、

これをお聞きしたんであって、私は信頼で

きないし、皆さん方も信頼できないと思わ

れてると思いますねんけども、いかがです

か。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  乾副町長。 

○副町長（乾 晃夫君） 

  私も、個人的には、近隣の国々というの

は余り信用できないなと。といいますのも、

国同士が約束をしたことが、今になって、

住民感情もあるのかもわかりませんけれど

も、ほごにされるというようなことが起こ

りかけているというふうに思っておりまし

て、非常に不安を持っているところでござ

います。 

  以上です。 

○議長（橋本謙司君） 

  川上勲議員。 

○１２番（川上 勲君） 

  恐らく理事者の皆さん方も、あるいは議

員諸侯も信頼できない国やというぐあいに

思っておられると思います。 
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  そこで、日本国憲法の前文には、日本国

民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関

係を支配する崇高な理想を深く自覚するの

であって、平和を愛する諸国民の公正と信

義に信頼して、我らの安全と生存を保持し

ようと決意したと。平和を愛する諸国民の

公正と信義に信頼して、こういうぐあいに

憲法に前文にうたっておりますね。これは

全くの間違いやと、私は先ほど言ったよう

に信頼できないから、間違いですわな。と

いうことは、憲法を早急に改正せなあかん

と思いますわ。これを野党が反対して、憲

法改正に反対してますわな、今。これはど

うもおかしいと。その野党はもうちょっと

考えてもらって、憲法改正に協力してもら

わんとあかんと思いますわ。 

  それから、９条の中に、武力による威嚇

や武力の行使は永久にこれを放棄する、こ

れは当たり前のことやわね。 

  しかし、２項に、前項の目的を達するた

め、陸海空軍その他の戦力は、これを保持

しない。国の交戦権は、これを認めないと

規定されてますわね。ということは、日本

の領土や領海に外国、先ほどの国々の戦艦

や、あるいは航空機やらが領海を侵し、領

土を侵して入ってきても、スクランブルを

かけても攻撃できないわけです。 

  例えば、中国が尖閣諸島にやってきて、

上陸しても、出ていけ、出ていけというだ

けで、鉄砲で撃つことはできないわけです。

向こうはい続けたらそれでしまいます。い

い証拠が竹島です。竹島なんか完全にとら

れてもうてます。あれは日本の領土や、日

本の国のもんやというてるけども、何もな

ってない。そういう状況が、今、日本の国

では起きているわけです。だから憲法を改

正して、向こうが上陸したり、あるいは航

空機が飛んできて爆弾を落とすような状況

になったら、必ず先制攻撃をやって、それ

を排除するというような憲法に変えていか

なあかんと、私はそう思ってますんで、こ

れをやっぱり我々日本国民はもうちょっと

日本の国の安全に対するやっぱり認識を持

ってもらわな、いつかは日本の国は近隣の

外国に占領されてしまう嫌いが私はあると

思います。 

  だから、先ほど言ったように、今、時代

はまさに変わり目ですわね。自然現象でも、

地震や台風、大雨、高温の日照り、あるい

はアメリカのカリフォルニアでは大火事が

起こりました。自然現象も極端に変わって

おります。 

  我が豊能町におきましても、少子高齢化

の時代の最先端をいくと、国の最先端をい

くというような状況になっております。 

  したがいまして、私は、もちろんあと２

０年もすれば豊能町も消滅してしまって、

恐らく国の管理の町になると、私はそうい

うぐあいに思います。 

  したがいまして、今、小中一貫校で議論

が盛んに行われておりますけれども、もっ

と私は豊能町の近い将来を考えると大事な

ものがあるんじゃないかと思いますけれど

も、豊能町の将来に対して、副町長、ある

いは教育長、どのように考えておられるか、

大まかに答弁していただきたいと思います。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  乾副町長。 

○副町長（乾 晃夫君） 

  川上委員がおっしゃっております豊能町

の危機ということでございます。 

  人口問題につきましても、毎年、全国で

は高槻市ぐらいの人口規模がなくなってき

ているというふうに言われておりまして、

非常に日本の抱える大きな問題だというふ

うに思っております。 

  豊能町も昭和四十六、七年から人口がふ
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えてまいりまして、平成７年ぐらいまでが

一番人口がふえたところでございますけれ

ども、そのときは、大阪府内の中でも人口

急増率が３年ぐらい大阪府内で一番だった

というふうに記憶しておりますけれども、

また、その反動が大きく来ているというふ

うに思っております。 

  これ、能勢電の沿線でもそういう状況が

起こってきているというのが如実に感じて

いるところでございます。 

  といいましても、すぐに人口の急増とい

うのはなかなか施策がございませんで、人

口急増されている市町村を見ますと、近隣

に大きな工場ができたり、そういった社会

現象によって人口が必然的にふえるという

ようなところもございますけれども、やは

り全国的にはどんどんと減ってきていると

いうのが現状だろうというふうに思います。 

  豊能町も、毎年、５００人台の入居者が

ございます。ところが転出が８００人を超

える転出、あるいは亡くなられる方が２０

０人を超えるというようなことで、どんど

んと自然減というふうになってきておりま

して、何らかの、こうやったらよい方法が

あるというのはなかなか見つけ出しにくい

というのが今の現状ですけれども、２９年

から人口をふやす方法等について、交付金

等をいただきながら、できる限りのことを

今後ともやっていきたいというふうに思っ

ておりますので、よろしくお願いいたしま

す。 

○議長（橋本謙司君） 

  川上勲議員、質問してください。 

○１２番（川上 勲君） 

  教育長、お答えできまへんか。 

  人口減少、これ、歴代の町長がいろんな

ことをやってこられましたけれども、毎月

の町報を見ると必ずマイナスです。平成七、

八年をピークに減少の一途をたどると。こ

のままほっとけば、先ほど言ったように、

豊能町は消滅してまう嫌いがあると。 

  そこで、それを歯どめするのはなかなか

難しい。私も難しいと思います。しかし、

やっぱり今、全国的に個人主義が横行して

おりますわな。やはり昔から日本人は天皇

を中心にして礼節を守り、他人をおもんぱ

かる人種でありました。それがゆえに、ア

ジアの中で唯一欧米に植民地化されずに今

日に至っております。 

  それがなぜ植民地にされなかったかとい

うことは、やっぱり日本人の、先ほど言っ

たように、礼節を守り、他人をおもんぱか

る人種であったように私は思います。 

  そこで、明治の中ごろ、明治２３年（１

８９０年）、天皇によって教育勅語が発布

された。その中身を抜粋すると、これ、教

育勅語を現代語に直してますけども、国民

は父母に孝行し、兄弟仲よく、夫婦は仲む

つまじく、友達とは互いに信じ合い、行動

は慎み深く、他人には博愛の手を差し伸べ、

学問を修め、仕事を習い、それによって知

能をさらに開き起こし、徳と才能を磨き上

げ、進んで公共の利益や世間の務めに尽力

し、いつも憲法を重んじ、法律に従いなさ

いと。これは当たり前のことですわな、日

本人として。こういうことが教育勅語に書

かれてまんねん。だから、その前文とか後

文には難しいこともあるけども、これだけ

を読むと、教育勅語はすばらしい私は教育

に対する勅語やと思います。 

  その教育勅語が、大東亜戦争で負けて、

その後、昭和２３年に教育基本法ができる

までに、５０年間ほどの間は、これをもっ

て日本人が、日本の国が成長してきたとい

う立派な証拠であると私は思います。 

  具体的に言えば、今、豊能町で小中一貫

校の設置場所などで議論が盛り上がってお

りますわね。しかし、考えてみると、今、
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教育委員会では方針出しておられますけど、

結果、私はダイオキシンの処理する場所が

余野になったときに、余野が二分された。

あかん、ええという形で二分された。今、

考えてみると、これ、東西二分するような

議論になってしまうんじゃないかと、私は

そう思ってまんねん。これはやっぱり避け

る必要があると。 

  そこで、具体的な一つの方法として、吉

川中学校は思い切ったスポーツ活動ができ

ないと。野球をすれば、球が場外へ飛んで、

よその屋根とかガラスを割るということが

ありますわな。 

  それで、東能勢中学校は、中学校自体は

グラウンドも広くて立派な建物やけども、

この町の設置場所については、あの中学校

は邪魔になるいうたらいかんけども、なか

ったらもっと広く役場使えますわな。 

  ということは、私は前から、この議論が

起こる前から言っていますように、戸知山

に小中一貫校をつくれと、この議論が起こ

る前から、私、この席で言うとったけど、

例えば一つの方法として、まず手始めに中

学校を戸知山に持っていって、それで全寮

制にすると。そこで全寮制にして、公の教

育は基本的な知育とそして道徳教育、先ほ

ど言ったような、教育勅語に載っているよ

うな、こういう教育をしていくと。専門的

な教育は、民間にさすというような方法を

もってしていくと。 

  小学校は、例えば西の３校を一つにした

かったら、今のあいた中学校を十分児童数

は収容できるねんから、あそこに一つ学校

をつくりしたら、ここの中学校があいたら

役場は広げられますわな。そういう考え方

できまへんか。ちょっと、教育長、どない

でっか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  新谷教育長。 

○教育長（新谷芳宏君） 

  今、川上議員のほうからいろいろな御提

案をいただきました。これまでは教育委員

会がずっとこの間、議論してまいりました

のは、いわゆる小集団化、小規模校化をど

のように克服するかというのが一つ。 

  それから、やはりこれから、今まで小中

別々の教育活動をやっておりましたけれど

も、平成１７年以降、国のほうでもやはり

義務教育という観点で教育を進めていって

はどうかということで、平成２８年だった

と思いますけれども、義務教育学校という

のができてまいりました。 

  先ほど少し出ておりましたけれども、ほ

そごうの学園もそうですし、守口のさつき

学園もそうです。そういう義務教育学校が

全国で次第に多くなってまいりました。 

  これは、やはり小学校、中学校の今まで

の役割は当然あったわけですけれども、そ

れではなかなか教育の、子どもたちの成長

の度合いが随分変わってきたとか、あるい

は生徒指導の状況が変わっていると。そう

いうふうなさまざまな時代の要請もありま

して、小学校、中学校という枠組みではな

くて、義務教育、１年生から９年生までと

いう枠組みをやはり考えていくのが、これ

からの時代の要請ではないかということで、

小中一貫教育を考えていこうということで、

今回、こういうふうな案となりました。 

  今、ちょっと川上議員のほうから御提案

があったその部分については、小中一貫教

育については、ちょっとなかなか厳しいの

かなというふうに感想は私は持っておりま

す。 

  以上でございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  川上勲議員。 

○１２番（川上 勲君） 
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  教育の内容によっては、小学校、中学校

を一環にせんでも、十分対応できると思い

ます。小学校１年生から４年生までは今ま

でどおりするのんか、５年生、６年生は別

の教育するのんかにして、別に一環にせな

絶対できひんということはないと思います。 

  子どもの数が少ないからいうたら、先ほ

ど言ったように、西の小学校を三つを一つ

にしたら人がふえますわな、児童数は。そ

ういうやっぱりいろんな方策を考えてみて、

みんなが納得する方向を出していくと、こ

れがやっぱり大事なことと思います。 

  だから、先ほど言ったように、今の形を

とことんまで進めば、恐らく西と東のあつ

れきが起こって、二分されまっせ、豊能町

は、必ず。強引に西のほうに一貫校をつく

れば、私、実感してますけども、高山小学

校が平成１１年３月で廃校になりましたわ

な。それ以後、十二、三年の間に、高山な

んかを通ったら、子どもは全然いてまへん

し、老人会の１泊旅行なんかへ行くと、高

山に人が誰もおらんようになりまんねや。

そういう状況にこの豊能町の東地域がなっ

てしまう嫌いがありますわ。 

  豊能町に移り住みたい、東地区に行きた

いいうても、学校がなければ、子どもの親

はやっぱり学校が中心です。東地区に学校

がなけりゃ、こっちに来る若い年代いてま

せんわ。だから、やっぱりその点をよう考

えてしていく必要があると思いまっせ。 

  私の学校の提言はそれぐらいにしといて、

次に、観光について質問させていただきま

す。 

  私は豊能町の観光の目玉は戦国大名の高

山右近であるというふうに思います。彼は

有能な戦国大名でありながら、キリスト教

を信じる余り、秀吉や家康に恐れられて、

最終的にはフィリピンに流されたというこ

とです。 

  高山右近は、恐らく御存じの方は少ない

と思いますけれども、この高山右近を知れ

ば知るほど、信長や秀吉や家康に匹敵する、

あるいはそれ以上の人物であったというこ

とがわかると思います。 

  キリスト教の弾圧のために、日本ではほ

とんど高山右近についての資料が残ってお

りませんけれども、キリスト教の多い国、

例えばフィリピン、あるいは西洋では、高

山右近は有名な人物であります。 

  それが証拠に、フィリピンに高山右近の

銅像がありますけど、それが今、高速道路

をつくることによって、右近の銅像を一時

大学に設置してまんねん。その銅像を各大

学はもとより、民間の施設、あるいは公共

的な施設が、その右近の銅像をとり合いし

てまんねん。それだけ高山右近というのは

フィリピンでは有名な昔の武将であったと

いうことです。 

  １１月３０日に、ちょっと議員さんに配

らせてもろてますけど、高山右近が加賀藩

前田家に２６年間滞在してましたけれども、

それが今の金沢の山野市長、これがバチカ

ンでローマ法王に謁見して、金沢への来訪

を招請したということです。 

  恐らく新聞報道でわかっておられるよう

に、来年、安倍総理も招聘してますんで、

恐らく来年、フランシスコ法王は日本に来

られます。そのときに、東京へ来られると

思います。ところがフランシスコ法王は田

舎町が好きやというような人物やから、去

年、おととしかな、韓国へ行ったときでも

ソウルへ行かんと田舎町のほうへ行かれた

らしいですわ。そうするとやはり金沢とか

長崎とかいうことはここに上がってますけ

ども、我が豊能町は高山右近の生誕地です

わな。キリスト教は生誕の地と没した地を

大事にするということがありますんで、運

動によっては恐らく、可能性は低いけれど
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も、大阪に来、あるいは豊能町に来られる

という可能性は私はあると思います。それ

を金沢市長がわざわざバチカンへ行って招

聘されておられますんで、豊能町の池田町

長も体調悪いけれども、もし行かれなかっ

たら副町長でも結構ですんで、バチカンに

行って招聘してもうたらええと思いますわ。

そしてその招聘の仕方も、来年の２月１６

日に大阪玉造教会の前田大司教が枢機卿に

なられたんですわな。枢機卿いうのは法王

の次の位ですわ。前田枢機卿はキリストの

中でもごっつい人気がある人なんです。そ

れを２月１６日に豊能町に来ていただいて、

そして高山右近が聖者になるような、聖者

になる道と題してイベントを行う予定して

ますねんけども、その前田枢機卿が高山も

一遍来られてまんねん。だからああいう場

所で生まれたからこそ高山右近の生涯の人

格が整うたんやなと言われてますんでね。

恐らく前田枢機卿と一緒にバチカンへ行っ

て招聘すれば、フランシスコ法王も心動か

される可能性はあると思いますので、その

辺ちょっと副町長、どない思われまっかな。

答弁をよろしくお願いします。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  乾副町長。 

○副町長（乾 晃夫君） 

  私もこの間、２月１６日の高山での式典

を行うということで、案内状を前田枢機卿

にお渡ししに行きました。日本の中で一番

偉い人やというふうに聞かせていただきま

した。また、この年末ですか、ローマ法王

と謁見するというような話もされておりま

して、前田枢機卿もぜひとも法王に、まず

は日本に来てほしいということをお願いし

たいというふうに言うておられました。枢

機卿も私がお願い、川上議員とも行ったわ

けでございますけれども、その３日ほど前

でしたか、箕面から高山へ来て、生誕の地

とか高山をずっと何人かで回ったというふ

うに言うておられまして、高山については

よく御存じだったというふうには思ってお

ります。それを招聘するように、行くか行

けへんかというのは、これは会わせていた

だけるかどうかというのもよくわかりませ

んので、そういう機会があってそれを頼み

にいくと、あるいは金沢あるいは長崎とか

そういったようなところと連携していくと

かいうことになれば、また町長とも相談を

して、そういう機会があるんであれば考え

ていきたいというふうには思います。 

○議長（橋本謙司君） 

  川上勲議員。 

○１２番（川上 勲君） 

  法王が来られるか、来られないかは別と

して、やはり豊能町の人が高山右近に対す

る認識を十分持っていただければ、私は来

年、再来年でっかな、オリンピック、それ

から２５年の大阪万博ですな。それに外国

人がたくさん来られますんで、豊能町の宣

伝あるいは高山右近の宣伝をすれば、恐ら

く豊能町にも観光目的で来られる外国人も

たくさんおられると思うんで、やはり今か

らでも豊能町の偉人である高山右近を盛り

上げていかないかんなと思ってますんで、

どうぞ御協力のほどよろしくお願いいたし

ます。 

  次に、財政基盤が豊能町は弱いですね。

圃場整備をするにしても、今の国の施策で

受益者負担は要らんけども、やっぱり町は

多少の負担はしてもらわないかんというこ

とになってますわな。ところがやはり圃場

整備、いわゆる農地をきちっと整備せんと、

今のままでは豊能町は宝の持ち腐れや思い

ます。切畑や余野や寺田は、野間口の一部

もあるけれども、圃場整備されたけど、ま

だ、川尻、木代、高山、牧、そこらは全然



 3－32 

できてませんわな。やはり豊能町全体を圃

場整備やって、その特産品をつくっていく

と。特産品をつくってそこで加工し販売し、

いわゆる６次産業ですわな。それを大規模

な形でやっていくと、恐らく豊能町も若い

人がふえてくる可能性あると。そのために

若い人が住まう場所ですわな。これが必要

なんですわ。西地区のときわ台、光風台や

東ときわ台、新光風台、あるいは希望ケ丘

なんか、一遍に開発されたんで大体同じ年

代の人が住んでますわな。もう今、７０、

８０の人が多いんですわ。その中に若い人

は入ってきませんわな、現実。隣の、恐ら

く光風台やときわ台のほうが交通の便はえ

えと思うけども、交通の便の悪い森町に若

い人がふえてきて、平均年齢が２５か３０

いうてますわな。だから若い人が入って来

やすいように豊能町の農村地域も家が建て

られるという方策はできないかどうか、そ

れをちょっとお聞きしたいんです。 

○議長（橋本謙司君） 

  それは人口増加策のとこやね。 

  答弁を求めます。 

  上畑建設環境部長。 

○建設環境部長（上畑光明君） 

  お答えさせていただきます。 

  市街化調整区域の中にそういう住宅開発

ができないかというようなことかというふ

うに思います。市街化調整区域での住宅開

発ですね。約１ヘクタール以上については

都市計画法の２９条に基づいて許可される

ものであるため、開発業者がその住宅開発

をしたいという旨の申し出があれば可能と

いうふうには思います。しかし農振地域や

土砂災害特別区域は開発ができないという

ような定めになっています。また、１ヘク

タール未満の住宅地の開発であれば、5,０

００平米以上で地区計画を定めれば住宅地

の開発はできるということですけども、こ

れも同じように農業振興地域は開発できな

いというようなことになっております。 

  以上です。 

○議長（橋本謙司君） 

  川上勲議員。 

○１２番（川上 勲君） 

  今、国の規制が網の目のようにかかって

ますわな。だから今、答弁されたようなこ

としかできない。そうすると個人はできな

いわけですわ。個人の人が豊能町の農村地

域へ行って一戸建ての家を建てて、１００

坪ぐらいの農地を買うて、そこで百姓をし

ながら町に勤めに行くと。そういうことが

もう豊能町では不可能なんですわ。国では

地方創生や地方何とかいうて言うてるけど

も、今言うてるように農業振興地域、ある

いは市街化調整区域、あるいは緑地保全区

域でっかな、近郊緑地、あらゆる網の目を

かぶせて開発ができんようになってまんの

や。これはなぜかというと、一昔前の、市

街化区域をつくって、そこへ人が集中的に

住む、田舎のほうは開発させんと農業生産

を一生懸命やれと、こういうような一昔前

の国の施策やから、それがいまだに続いて

きてまんのや。ほんで国の国会議員は何も

わからんと地方創生、地方創生言うてるけ

どね。地方創生なんかできるはずがおまへ

んがな、そういう規制を緩和せんと。だか

ら一つの方法として豊能町独自で国へ特区

の申請をやって、特区をつくって個人的に

も田んぼの横あるいは山の一部を削って一

戸建ての家をつくって、そこへ若い人に住

んでいただくという方策をやっぱりしてい

かんと、豊能町では何ぼ頑張っても新興住

宅地に人なんか絶対、みんながみんな来る

はずありませんわ。日本の土地の成り立ち

言うたらやっぱり宿場町とか門前町とか、

そういうことで、長い年月かけてだんだん

だんだん大きなってきた。しかし今の現在
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はああいう大規模な団地を、先ほど建設部

長言われたように大規模な開発しかできん

わけですわな。そこでは一時やから、もう

一時の同じ年代の人が集中するから今のよ

うな豊能町のような状態になってしまうん

ですわ。一番核になる東能勢村の人が昔、3,

０００人か3,５００人ぐらいでしたなそれ

がピーク時には２万7,０００人。もう完全

に新興住宅地の人が完全に多いんですわ。

ところが箕面市も３万か４万ぐらいの人口

やったのが、今、１３万、４万ですわな。

池田市なんかでも豊中市なんかでも、新し

い住宅の開発はあるけれども母体が大きか

ったから余りそういうことはなかったよう

に思いますけどね。豊能町なんかもろにそ

ういう影響を受けてる地域ですわ。だから

やはり大きな開発あるいは地区なんかじゃ

なしに、個人が自分で旧村地域で家建てれ

るような方策をやっぱりとっていかな、人

口は減少の一途をたどるし、現状維持ある

いは増加には至らないけれども、そういう

考えはございませんか。建設部長どないで

すか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  上畑建設環境部長。 

○建設環境部長（上畑光明君） 

  お答えさせていただきます。 

  確かに農振の用地についてはがちがちに

しばられてて、住宅が建てられないという

ふうなことにはなってます。しかし住宅地

の、今、既存している住宅地の横に、例え

ば遊休になっている農地があるとか、山林

化している田があるとかいうところについ

ては、そういう除解ができるような手続も

ありますので、そういった手法を使ってや

れば家の横に家を建てられるというふうな

ことは可能かとは思いますけども、なかな

か国のほうとか大阪府については、農振農

用地のその面積が減るということについて

は非常に難しいということで、町としても

できるだけ豊能町の今後のためにはやっぱ

り住宅地が必要やというふうには考えてい

ますので、その農振農用地の除外できるや

り方とかいうのも勉強もしていって、府に

も相談、府はなかなか、減らすと言ったら

怒らはりますので、そういうこともあるん

ですけれども、豊能町の今後の未来もかか

っていますので、それも十分相談して、ど

うすればいいかということは今後、府とも

協議をしていきたいというふうには思って

います。 

  以上です。 

○議長（橋本謙司君） 

  川上勲議員。 

○１２番（川上 勲君） 

  農地が減るのは困るからでね。もう現実、

農地減ってまんがな。高山なんかでも３年

前に調べたら３分の１はもうあれしてまへ

んのや。田んぼしてまへんのや。今やった

ら恐らく半分ぐらいしてへんのちゃいます

か。そのままほっとけばあと５年、１０年

したらもう山になってしまいますわ。そん

でも昔のしばりをかけて何もできんわけで

すわな。現実やっぱり考えていって、大阪

府や国に立つ者はね、国の人はね、現実を

わかってないねん。恐らくね。国会議員な

んか、二世・三世のぼんぼんばっかりや。

現実をわかってないと思う。それをやっぱ

り何回でも大阪府や国に陳情して、豊能町

だけでも特区をつくってもうて、そういう

やっぱり誰でもやね、それはもちろん町の

やっぱり行政の監視が必要やけども、誰で

も豊能町来て、多少の土地を手に入れて、

百姓しながら給料を得るという人はふやす

ようにしていったら、恐らく現状維持は私

できるんじゃないかと思いますんで、その

点よろしくお願いしたいと思います。 
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  あと１点、財政基盤についてと質問する

予定でしたけども、ちょうどあと３９秒、

３８秒で１２時になりますんで、ここで質

問終わらせていただきます。ありがとうご

ざいました。 

○議長（橋本謙司君） 

  以上で川上勲議員の一般質問を終わりま

す。 

  この際暫時休憩いたします。再開は１３

時といたします。 

（午後０時００分 休憩） 

（午後１時００分 再開） 

○議長（橋本謙司君） 

  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

  次に、秋元美智子議員を指名いたします。 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  議長の御指名をいただきましたので、通

告にしたがいまして順次質問させていただ

きます。 

  なお、昨日、きょうと、私が通告いたし

ました質問とかぶる場合は割愛させていた

だきますのでよろしくお願いいたします。 

  では、ふるさと納税について御質問させ

ていただきます。ふるさと納税は２００８

年にスタートして、２０１４年ごろから、

そのお礼として地元の特産品を送る自治体

がふえてきました。自分が応援したいと思

う自治体に納税した人は控除、還付が受け

られ、税金のですね。そして納税を受けた

自治体は歳入がふえる上に、地域活性化へ

向けて町の特産品、各名産品などを全国に

ＰＲをすることができ、また、生産者はお

礼品を受注することで売り上げが伸びるな

ど、３者ともにメリットのある制度となっ

てます。これはもう十分御存じのことと思

いますが。 

  ちなみに、自治体間で返礼品の競争が過

熱したことから、総務省は、地域名産でな

い品や返戻金３割超えるもの、資産性の高

いものを出さないよう通知しておりますけ

ども、いまだそれを無視している自治体が

いるのは残念なことです。 

  質問に入らせていただきます。 

  今回、ふるさと納税について質問する上

で、年間何人の方がどのぐらい寄附してく

ださっているのか。豊能町のホームページ

から過去の実績を引き出そうとしましたが、

ちょっと私の能力では出てきませんでした。

私のこれ探し方が悪かったのか、もともと

載せていなかったからないのか、お尋ねい

たします。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  ホームページをごらんいただいたという

ようなことでございます。ホームページに

は載せてはおるんですけども、残念ながら

ふるさと納税のページとリンクをしていな

かったというようなことで、議員におかれ

ては探しにくかったというようなことかと

いうふうに思います。 

  今後につきましては、その点も含めまし

て、ホームページのつくり方を改善したい

というふうに思っております。申しわけご

ざいません。 

○議長（橋本謙司君） 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  もう一つ、ホームページから探し出せな

かったことがあります。それはふるさと納

税の使い道なんですけども、豊能町は現在、

子どもが輝く、それからみどりの保全と観

光から始まって、高山右近夫妻顕彰会実行

委員会による高山右近顕彰事業ですとかユ

ーベルホールの応援寄附金とか、約９項目

ありますが、それぞれにどのくらいの寄附
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があったかはわかるんですが、これをどう

使ったか。触れてましたね。失礼いたしま

した。そのとき私も見つけ出せませんでし

たので、申しわけございません。 

  こちらについてはホームページに載せて

いますかという質問でしたけども、これに

ついては載せているということで、申しわ

けございません。私のほうもなかなか難し

いし。先ほど部長がおっしゃったように、

すぐわかる場所に過去の実績なども含めて

お願いしたいと思います。 

  ふるさと納税はスタート当初の２００８

年、平成２０年などは、２００８年という

のは平成２０年のことですが、９件でした、

スタート当初は。その上で約４２万円。こ

れが５年ぐらい続きまして、一気に４２７

件にふえて、それからどんどん歳入的には

ふえてきまして、２０１６年は８６２件の1,

８１０万円。２０１７年は５８３件の2,０

８８万円まで、今、きております。スター

ト当初に比べると約５０倍までふえてるん

ですけども、非常にありがたいことですし、

この１０年間、町として何らかの努力もさ

れてこられたのかなと思っておりますので、

どのような取り組みをされてこられたのか

御質問いたします。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  お答えする前に、先ほどの使い道の件で

ございます。使い道につきましてはホーム

ページに項目そのものは幾つか例として載

せておりましたが、何に幾らを使わせてい

ただいたかというところまでは掲載できて

おりませんでしたので、実は議員の通告を

いただいてからホームページ改善いたしま

して、今現在はホームページを見ていただ

きますと何に幾らを使ったかがわかるよう

に、きょうはもうそうなっておりますので、

またごらんいただきたいというふうに思い

ます。 

  それから御質問でございます。どのよう

に努力をしてきたかというようなことでご

ざいます。おっしゃるとおり、平成２９年

度は2,０８８万円程度寄附をいただきまし

て、前年度比１５１％、５１％増というよ

うなことになっております。 

  このような実績値のアップに向けて行っ

てきた取り組みでございますけども、二つ

ございまして、一つは今、議員も御指摘の

返礼品、このラインナップの充実でござい

ます。もう一つにつきましては寄附の受け

入れ間口の充実、この二つに取り組んでま

いったというところでございます。 

  まず、返礼品のラインナップの充実につ

きましては、平成２８年度には日本酒、平

成２９年度には羽毛布団、それから乗馬の

体験チケット、また平成３０年度にはハー

バリウムなどを追加して、幅広い返戻品が

そろいまして、多くの寄附していただける

方に選択をしていただけるラインナップが

整ってきてるというふうに思っております。 

  また、もう一つの寄附の受け入れ間口の

充実でございますけども、これは町の窓口

とか「ふるさとチョイス」、これをやって

おりましたが、それに加えましてポータル

サイトの平成２８年度には「さとふる」そ

れから平成２９年度には「楽天」これを追

加いたしまして、複数のポータルサイトか

ら寄附を受け付けられるようにしてきてお

ります。また、ポータルサイトにおける決

済の手段でございますけども、これもコン

ビニ決済とかアマゾンペイなどを導入いた

しまして、さまざまな方法で決済ができる

ようにしておりまして、より多く豊能町に

寄附をしてもらいたいというふうなことで

環境を整えてきたということでございます。 
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  以上でございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  今の答弁で、私の探し方がちょっと、も

うちょっと継続しとけばよかったなと思い

ます。 

  今の御答弁ですけども、これまでいろい

ろ返礼品の充実ですとか、それから寄附の

受け入れの窓口ですとか。確かに開けるた

んびに違ってたなと。返礼品のときは特に、

前はこういうのなかったのになというのが

ここ感じることがありました。ふるさと納

税してくださってる中には、豊能町の発展

のために貢献したいという思いで、一度な

らず二度、三度、してくださる方がいらっ

しゃるんじゃないかなと思いますが、その

あたりのところは把握されていらっしゃい

ますでしょうか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  ２８年度中の決済をもとに調査をいたし

ましたが、２９年度、その二つを比べまし

たが、２８年度に寄附をしていただいて、

なおかつ２９年度にも寄附をしていただい

た、その割合でございますけども、金額ベ

ースでおよそ１割というようなことになっ

ております。 

○議長（橋本謙司君） 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  何人ではなくて、これは何か答えづらい

あれなんですか。それとも金額でないとい

けないのか。何人いらっしゃるのかなと思

って質問したんですが。もしお答えできる

んだったらお願いいたします。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  ２８年度が８６２件の御寄附をいただい

ておりますので、金額ベースで申し上げま

したが、恐らく人数ベースでも１割という

ようなことで、８６２のうちの１割ぐらい

の方というふうに認識をしております。 

○議長（橋本謙司君） 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  この質問をさせていただきましたのは、

寄附をもらったらそれで終わりじゃなくて、

やはりそのつながりを大切にして次の展開

に結びつけていくことが、これからは大事

じゃないかなと思っておりましたので、こ

れについて町はいかがお考えでしょうか。

つまり、次のつながりを大切にしていくと

いう観点からお答え願います。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  御指摘のとおり、続けて寄附をしていた

だけるという取り組みは非常に大事という

ことで、そういうリピート率のアップに向

けた取り組みはしたいというふうに思いま

すけども、実は今のところそのような取り

組みはできていないというような状況でご

ざいますので、今後に向けましてははがき

とかメールとかそういうものを使いまして、

継続して寄附をしていただけるよう御案内

をすることなど検討してまいりたいと思い

ます。 

○議長（橋本謙司君） 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  これまでふるさと納税をしてくださった

方に対して、その年の実績、もちろんそれ
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はホームページでわかることですが、使い

道など、個人宛ですね。ということはそれ

もされていないというふうな理解でよろし

いでしょうか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  おっしゃるとおりでございまして、寄附

をしていただいた方々へはお礼の手紙は送

っておりますけども、その後、何に使った

かとか、ことしもよろしくお願いしますと

いうような、そのような取り組みはできて

おりませんので、そのことに向けて検討し

ていきたいというふうに思っております。 

○議長（橋本謙司君） 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  これは参考までなんですけど、私ごとに

なりますけど、今からちょうど１０年前な

んですが、佐渡市に先祖の資料提供をお願

いしたんですね。その帰ってきた資料の中

に明治時代の新聞のコピーまで入ってたん

です。私、担当者の方のその誠意というの

を非常に感激しましてね。担当者だけじゃ

なくて、佐渡市に対して、そういった資料

をきちっと保存しておくという佐渡市に対

して、何らかのお礼を思っていたところ、

佐渡市の中で準市民制度といいまして、当

時は準市民制度ということで佐渡市が出し

ておりましたけど、ふるさと納税を呼びか

けていたんですね。これだったらと思いま

して、私、ふるさと納税を送って準市民に

ならせていただきました。まだ返戻金のな

いときでしたけど。ちなみにこの準市民制

度につきましては、当時この一般質問の場

で提案させていただきました。それはとも

あれ、その後の佐渡市の私に対するアプロ

ーチがすごいんですね。というのも、今は

この準市民から、「さどまる倶楽部」会員

と名称を変えてまして、私もその会員の一

人になってるんですけど、たった一度です

よ。たった一回、それも１０年前に寄附し

ただけなのに、「さどまる倶楽部」会員と

して年２回、カラー刷り、Ａ４見開き。そ

のほかに特産品案内、これが「さどまる通

信」です。特典案内です。それから今、佐

渡の銀山でまちおこし、世界遺産目指して

いる。こういったチラシから、あそこのフ

ェリー渡るのにこの時間はこうだ。なおか

つ、来てくださったらそれぞれ１０％引き

になりますということ。これは年２回なん

ですけども、そのほかに月１回、必ずメー

ルが来るんです。今それはどういうメール

かというと、今、佐渡市は東京に出かけて、

こういうイベントをしてますっていうんで

す。要するに銀山、佐渡銀山、世界遺産に

あれして、こんなパフォーマンスをしてま

すと。それともう一つは佐渡のお米を東京

に持ってきまして、扱ってる店はこれこれ

ですと。買っていただいたらこれに対して

こういう景品がついてますということもメ

ールで送ってくるんですね。その余りの熱

心さに、自分の、佐渡市も今、大変ですけ

ど、年間毎年あの島の中で1,０００人減っ

て、現在５万6,０００人ですけど、それを

何とかしたい、何とか佐渡市を盛り上げた

いという思いがひしひしと伝わってくるん

ですね。最近私も心を入れかえまして、た

った一回で知らん顔をしようと思いました

けど、これはやっぱり二度三度、情が湧い

てくるんですね。佐渡市は、これと同じこ

とをしろと言いません、町に。なぜなら財

政規模はかなり大きいですから。ただ、こ

の必死さというのは、やっぱりふるさと納

税してくださった方には続けていただきた

いなと思うんですね。で、もう一つ町にで

きることとしましては、どのようにして寄
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附金を使ったか、全部写真入りで載るんで

す。こうやりました、おかげさまでこれが

できましたとか、こういうふうにして喜ん

でもらってますとか、こうやってまちの整

備ができましたとか。ですから最低このぐ

らいはしていただき、納税してくださった

方がメールアドレスも町のほうにお伝えし

ていらっしゃれば、それらも使って、ます

ます盛り上げていただきたいなということ

で、今回、この質問をさせていただきまし

たけど、町として、先ほど部長さん御答弁

くださいましたけども、再度、今後の取り

組みにつきまして、具体的なことがござい

ましたら、御答弁をお願いいたします。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  御指摘をいただきました、御寄附いただ

いた方々へのお礼の手紙のみならず、今後

への継続した寄附をいただけるような取り

組み、これはしてまいりたいというふうに

思います。 

  また、一番冒頭、議員がおっしゃったよ

うに、返礼品の競争が加熱をいたしまして、

過度な返礼率のほうは、もう禁止をするよ

うにというふうなことで、国からも通知が

あったというふうなことで、一部、まだ守

っておられない市町村があるとは聞いてお

りますけども、今後は、同額の返礼品同士

で比較をされるということになりますため

に、ポータルサイトの中で、より多く閲覧

をいただけるような、そういう動線の確保、

閲覧いただいた方が申し込みをしたくなる

ような、掲載内容にしていくということが、

実績アップにつながるというふうに思って

おります。 

  また、今後は返礼品の魅力だけではなく

て、その使い道についても選択をする人が

よりふえるというふうに考えておりまして、

クラウドファンディング型のふるさと納税

を活用するということから、ふるさと起業

家支援プロジェクト、それから、ふるさと

移住交流促進プロジェクト、このような枠

を寄附の使い道に追加して、設定をしたと

ころでございます。 

  このような使い道に共感いただいたり、

賛同していただくことによりまして、より

多くの寄附につながるような、そのような

取り組みも進めていきたいというふうに思

っております。 

○議長（橋本謙司君） 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  ありがとうございます。 

  今、部長がおっしゃってくださったこと、

ぜひぜひ充実させていただきたいと思いま

す。 

  冒頭で触れましたように、ふるさと納税

は返礼品を通して地域産業の振興、また雇

用の増加、ひいては移住者の増加につなが

る可能性も持っておりますので、例えば、

町内で開催するイベントを、情報を発信し

てメールか何か使いましてね、そしてふる

さと納税してくださった方に来ていただけ

るような呼びかけなどしていただいて、観

光事業の促進につなげていただきたいと思

いますし、それには、農林商工課ともネッ

トワークも必要です。こうしたところにも

視点を置いていただきまして、ぜひ、ふる

さと寄附実績アップに向けたホームページ

含めて、取り組んでいただきますよう、こ

れはお願いして終わらせていただきます。 

  続きまして、イノシシの被害です。 

  ジビエでまちづくりをというタイトルを

出させていただきました。 

  イノシシの被害を防ぐための電柵ですと

か、シカ対策の網が人家近くの田畑まで設



 3－39 

置されるようになり、私の住んでいる住宅

街では、公園がイノシシに掘り返されたり

とか、庭で育てている草花や作物も、これ

はシカやアライグマに食べられるなど、か

なりの勢いで野生動物がふえてきておりま

す。 

  先日、高山地区でイノシシがですね、倉

庫のシャッターを牙で持ち上げて、保管し

ていたサツマイモ、お米まで食べていると

いう話を耳にしまして、これは単に、野生

動物がふえているだけでは、ちょっとまず

いなと。早急に新たな対策を打つ必要があ

るんじゃないかなと、強く思ったとこなん

ですね。 

  それで、まず最初にお聞きしたいんです

けれども、この野生動物による、豊能町の

農作物の被害額ですね、相当大きいと思わ

れますけど、年間どのくらいあるのか、も

しわかっておりましたら、御答弁お願いし

ます。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  上畑建設環境部長。 

○建設環境部長（上畑光明君） 

  お答えさせていただきます。 

  平成２９年度の実績で、農家から聞き取

りをしたところですけども、鳥獣被害とし

ては約１５７万円という結果が出ておりま

す。 

  以上です。 

○議長（橋本謙司君） 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  ちょっと、私のイメージした数字よりも、

金額的にはかなり少なく感じたんですが、

これ何軒ぐらいの農家、当然、家庭菜園と

かは入っていないと思いますけども、どう

いう方が、農家が対象だったのか、ちょっ

と教えていただきたいと思います。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  上畑建設環境部長。 

○建設環境部長（上畑光明君） 

  お答えさせていただきます。 

  人数わかりませんけども、豊能町にある

実行組合の会員の方に調査依頼をして、こ

の報告をしていただいてます。 

  全ての方が、この報告をしていただいて

いるという状況にはないんです。約半分少

しぐらいかもわかりませんけども、報告を

いただいた中では約１５７万円、実際は、

もっと確かに多いというふうには認識して

おります。 

  以上です。 

○議長（橋本謙司君） 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  それはそれで、また別な調査方法などし

ていただきますよう、お願いいたします。 

  平成２９年度、町は野生シカ、イノシシ

等の農林被害防止事業に、約４３０万円投

じてます。 

  事業内容、大きく四つあります。 

  一つに生息頭数の適正化を目指した有害

鳥獣の捕獲、それからほか二つに、捕獲お

りを購入し、農家に貸し出す。 

  三つに、狩猟免許講習会の費用１００％

補助で有害鳥獣補助捕獲資格者の増員を図

る。 

  四つに、生息頭数を減らし、農林被害の

軽減を目指すとなっております。 

  昨年度は４３０万円の成果として、イノ

シシ６５頭、シカ１０９頭、アライグマ２

３頭、ヌートリア２頭を捕獲しております

けれども、事業評価使用成果報告書では、

この捕まえた野生動物は書いてましてけど

も、ほかの新たに購入した捕獲おりの台数

ですとか、狩猟免許講習会への参加者の人



 3－40 

数については、触れていらっしゃらなかっ

たんですね。これについては、率直にどち

らも動きはなかったと理解させていただい

てよろしいでしょうか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  上畑建設環境部長。 

○建設環境部長（上畑光明君） 

  お答えさせていただきます。 

  人数についてはですね、移動があんまり

なかったというふうなことから、記載をし

ていないいうことになります。 

  以上です。 

○議長（橋本謙司君） 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  この平成２９年度の事業評価、主要施策、

成果報告書、この野生のイノシシ、シカの

問題、その改善の方法として、町のほうで

引き続き講習会受講補助等を行い、後継者

の育成を図るとともに、鳥獣被害防止柵を

確立し、被害の抑制に努めるとしています。 

  この一文から、猟友会会員への期待がか

なり高いことがわかります。 

  高齢化、後継者不足から町は、狩猟免許

講習会費用、先ほど触れたように１００％

補助し、資格者の増員を図っておりますけ

れども、現在、豊能町の有害鳥獣捕獲のた

めに働いてくださっている、動いてくださ

っている猟友会の方というのは、何人ぐら

いいらっしゃるものでしょうか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  上畑建設環境部長。 

○建設環境部長（上畑光明君） 

  お答えさせていただきます。 

  現在の有資格者数はですね、わなのみが

１４名、銃のみが４名、両方資格を有して

おられる方が６名で合計２４名となってお

ります。 

  以上です。 

○議長（橋本謙司君） 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  では、捕獲したイノシシですか、シカ、

アライグマ、ヌートリアの引き取り先です

ね、これは、どのようになっているのか、

お尋ねいたします。 

  どうもさっきですね、大阪府とか、そう

いうふうな質問です。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  上畑建設環境部長。 

○建設環境部長（上畑光明君） 

  お答えさせていただきます。 

  有害鳥獣の捕獲後の処理についてという

ことだと思いますが、豊能町有害鳥獣防止

計画に定めておりまして、大阪府猟友会豊

能支部等に依頼し、適切に処理をさせてい

ただいております。 

  以上です。 

○議長（橋本謙司君） 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  ちょっと私の勉強させていただいたこと

と違うかもしれませんけど、要は、イノシ

シもシカもアライグマもヌートリアも猟友

会のほうにお願いしてるということでいい

んですか、引き取り先を。捕まえた上に、

その引き取りもお願いしているという認識

でよろしいですか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  上畑建設環境部長。 

○建設環境部長（上畑光明君） 

  お答えさせていただきます。 

  具体的ということですけども、イノシシ、

シカについては、大阪府猟友会豊能支部に
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依頼して処理をしていただいております。 

  アライグマ、ヌートリアについては、民

間事業者に委託をして、処理の方を行って

いただいております。 

  以上です。 

○議長（橋本謙司君） 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  ところで、９月議会に開催した、決算特

別委員会を傍聴していたときに、高尾委員

のほうから捕獲したイノシシやシカを道の

駅などで活用できないかとの質問がござい

ました。 

  覚えてくださっていればありがたいんで

すけど、活用するには捕獲数が足りないこ

とから、施設などや他の手段も難しい。 

  要するに、捕獲数が足りないことから、

施設や他の手段も難しいと答弁されてまし

た。 

  私には、今は捕獲頭数が少ないために前

に進めることはできないけども、捕獲頭数

をふやすことができれば、ジビエに活用で

きるという、実に含蓄ある答弁に聞こえた

んですけども、私のこの取り方は間違って

いるか、ちょっと違っているか。もし違う

ようでしたら、改めて捕獲したイノシシや

シカをジビエに活用できないか、質問させ

ていただきます。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  上畑建設環境部長。 

○建設環境部長（上畑光明君） 

  お答えさせていただきます。 

  ジビエの有効活用については、これまで

も検討をする機会はありましたが、町単独

でジビエの施設を設置するには、捕獲の個

体数が少ないということもありますので、

施設の有効活用が困難ということから、設

置するのであれば、近隣の市町村とも共同

設置が必要であるというふうに考えていま

す。 

  各市町村の意向も踏まえて、行政が指導

して設置するのは難しいということもあり

ますので、今後は、関係する機関とも協議

しながら、検討して進めてまいりたいとい

うふうには考えております。 

  以上です。 

○議長（橋本謙司君） 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  御存じかと思いますけど、今、国は地方

再生推進の交付金を出してジビエの消費、

需要の拡大に力を入れてますね。 

  ここに今、資料がありますけれども、こ

の交付金を使ってジビエ関連の施設を整備

すれば、地域資源として、イノシシやシカ

など活用できるんじゃないかなと私は思い

ますし、何よりも農作物への被害を軽減す

ることができますので、この国の動きにつ

きまして、検討されたことがあるかと思い

ますけれども、現在、お考えは、先ほど触

れてましたように、行政間で連絡をとり合

ってという、検討した上での今の御答弁な

のかどうか、お尋ねいたします。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  上畑建設環境部長。 

○建設環境部長（上畑光明君） 

  お答えさせていただきます。 

  庁内の中で検討した結果、町単独ではや

はり厳しい、やっぱり近隣の市町村との共

同でやるほうが、その捕獲、当然、豊能町

だけにイノシシは住んでおりませんので、

隣接する地域からたくさん、境界を超えて

入ってきたりしておりますので、広域によ

る取り組みが必要であるというふうなこと

も考えていますので、設置するのであれば

共同設置をしていく必要があるというふう
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には考えております。 

  以上です。 

○議長（橋本謙司君） 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  ということは、国のことをちょっと聞き

漏らしてしまったんですけど、検討した上

での、今の御答弁、つまり境界を超えての

取り扱いというか、取り組みを考えている

ということで理解させていただきます。 

  つまり検討中ということですけども、ジ

ビエに関しての質問ですので、イノシシ、

シカに限って質問させていただきますけれ

ども、大体どのぐらいの頭数がいれば、要

するに施設とか、そういったものが成り立

っていくのか、これまでのいろいろ検討し

た結果で結構ですので、年間どのぐらいの

最低捕獲数が必要なのか、教えてください。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  上畑建設環境部長。 

○建設環境部長（上畑光明君） 

  お答えさせていただきます。 

  一応、捕獲から加工までをするというこ

とで、その施設を維持するためには、やは

り1,０００頭ぐらいの捕獲が必要であると

いうふうに言われております。 

  以上です 

  全体でです。全体で1,０００頭。 

  以上です。 

○議長（橋本謙司君） 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  それはね、ほぼ実現不可能ですよね。 

  といいますのは、先ほど触れましたよう

に、既に猟友会は、もう高齢化し、後継者

も不足していると、そういった中で、この1,

０００頭まで、どのようにしてふやしてい

こうというふうなお話は、近隣の市町村と

お話されているんですか。 

  例えば、こういうふうにしたら1,０００

頭までいけるぞと、そのちょっと具体的な

ところを教えてください。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  上畑建設環境部長。 

○建設環境部長（上畑光明君） 

  お答えさせていただきます。 

  具体的に、その約1,０００頭を確保しよ

うとするとするならば、豊能町だけでは難

しいということにも、当然なります。 

  当然、隣接する能勢とか亀岡というふう

なところと、やっぱり一緒に連携をすると

いうことが必要であって、それによって捕

獲の確保をできる、そこで、そういう施設

を検討できるのではないかということで、

やはり広域に取り組む、町単独ではなかな

か、その難しいところを広域で取り組んで、

その捕獲全体、とって捕獲全体を地域から

なくしていくということが大事かなという

ふうに思います。 

  以上です。 

○議長（橋本謙司君） 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  これも御存じかもしれませんけど、通称

ジビエカー、つまり移動式解体処理車が開

発されてますね。イノシシ、シカに向けて。 

  これにつきましては、御存じかと思いま

すけど、改めて御存じかどうか、お尋ねい

たします。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  上畑建設環境部長。 

○建設環境部長（上畑光明君） 

  お答えさせていただきます。 

  私も日本農業新聞というのをとって、購

読しておりまして、その中で、その自動車
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を活用して捕獲をしているという地域があ

るというふうな記事も載っておりました。

その辺では理解をしております。 

  以上です。 

○議長（橋本謙司君） 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  このジビエカーといいますのは、捕獲し

た現場まで行きます。そこまで車が走って

いくんですね、捕まえたと言ったら。 

  そこで、そのシカなりイノシシを洗って、

車の中ですよ、車の中で洗って皮を剥いで、

内蔵を取り出して、つまり車の中で一次処

理をするもので、これで肉の劣化を抑える

ことができると、これによりまして、近く

に、要するにお肉の処理施設のない、ある

いは運搬に手間のかかるという理由で破棄

されてきたイノシシやシカを、利用、活用

することができるという大きな期待を集め

ているものです。 

  既に長野ですとか、宮崎、鳥取、愛知県、

大分では、実証実験を終えてます。これか

ら解体の手順とか運用マニュアルですか、

こういったものをきちっとして、さあ本格

的にいこうというところまできてるんです

ね。 

  ぜひ、これをきちっと、どのようなもの

か、国の、たわいない資料かもしれません

けどもありますので、検討していただきた

いと思います。 

  これでしたら、豊能町、先頭に立って、

イノシシ、シカ、そういったものをジビエ

に活用できるというところを走っていくこ

とができるんじゃないかなと思いますけど、

もう一遍、質問としては、こういったもの

も含めまして、この近隣地域、亀岡、能勢、

そういったところと一同に関して、この問

題について話し合ったことはありますでし

ょうか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  上畑建設環境部長。 

○建設環境部長（上畑光明君） 

  お答えさせていただきます。 

  イノシシ、シカに関しては、広域の京都

とか南丹、能勢等でつくるような協議会と

いうのを立ち上げておりまして、その中で

は、こういう事業について、どうするかと

いう議論は進めているところでございます。 

  それがなかなか、いろんな各市町村の関

係もあって、うまいこといってないという

ところがあるのも確かですけども、そうい

った広域の中で、どうして捕獲をしていく

のかというのは、議論はしているところで

す。 

  以上です。 

○議長（橋本謙司君） 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  先ほどちょっと触れましたけど、猟友会

の方は、有害鳥獣の捕獲を依頼してですね。

かつ、捕獲したイノシシやシカとりまでお

願いしてると、もう報償金出しているとい

え、その負担は非常に、私自身考えて大き

いなと、精神的にもですね。高齢化、後継

化不足という課題も抱えてます。 

  一方でどんどんどんどん生息を伸ばして

いく野生鳥獣を前に、近い将来、もう猟友

会の方に期待したくてもどうにもならない

というとこまで、間近に迫っているような

気がするんですね。 

  ですから、私は早く、このジビエカーの

導入を町としてですよ、検討していただい

て、国もいろんな補助金やら一生懸命です

ので、国や大阪府と相談しながら、前向き

に検討を進めていっていただきたい。 

  この質問について、改めて、次の議会で

質問させていただきますけども、その前に
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ですね、先ほど触れた平成３０年度の予算

のとこでお伺いいたします。 

  平成３０年度予算では、先ほど触れてま

した事業の中の四つ目につきまして、何も

平成２９年度の報告書は触れてませんでし

たけど、平成３０年度に関しましては、予

算の中で柵などの設置に向けて、上限１０

万円で５０％補助としとなってます。 

  事業全体の予算も今年度は１００万円近

く増額されてますね。何かしら前向きに進

めていこうという意識的なものは感じない

んですか。その前に課題として触れました

ように、引き続き講習会などの補助金を行

い、後継者の育成を図るとともに、鳥獣被

害防止柵を確立しと、平成２９年度決算の

報告書に触れている、この鳥獣被害防止柵

の確立というのは、新たな施策的なことを

おっしゃっているんでしょうか。このとこ

ろがよくわからない。 

  今、私は、例えばジビエですとか、その

ためにおりの数をふやして捕まえようとか、

そういうふうな動きがあっての今回の予算

かなと理解しておりましたけども、そうで

はないようでしたので、最後になりますけ

ど、鳥獣被害の防止柵を確立しという、ど

のような防止柵を確立されようとされてい

るのか、町として、何かしらの新たな施策

があるかと思いますので、質問させていた

だいて、この問題は終わります。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  上畑建設環境部長。 

○建設環境部長（上畑光明君） 

  お答えさせていただきます。 

  豊能町の有害鳥獣防止計画というのを平

成２８年から３０年という３カ年計画を立

てております。 

  その中で、被害防止柵ということの対策

としてはですね、当然、大阪府の猟友会豊

能支部に対しての依頼。または、そういう

アライグマとかに対する捕獲の事業者に対

しての依頼。 

  または、おりの貸し出しとか、それと電

気柵の設置ということで、以前からあるよ

うな施策についてを講じていくということ

で、今後、議員のほうから依頼がありまし

たように、そのジビエカーというのも、今

後、勉強させていただいて、どういう取り

組みができるか。また、国の交付金も活用

できるのかなども勉強していきたいという

ふうに考えています。 

  以上です。 

○議長（橋本謙司君） 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  終わらすつもりでいましたけど、という

のは、さっきの四つの事業触れましたけど

も、二つ、三つ、平成２９年度の決算の報

告書では、生息頭数を減らし、農林業被害

の軽減を目指すとなっていたところに、今

年度の予算のほうでは、そのために柵など

の設置を設け、上限１０万円で５０％補助

と書かれておりました。 

  私、そのために、この四つに向けた新た

な施策、取り組みと思っていたんですけど、

今のお話ですと、これは従前からのものを、

予算のほうでは丁寧にお書きになったとい

う理解でよろしいでしょうか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  上畑建設環境部長。 

○建設環境部長（上畑光明君） 

  お答えさせていただきます。 

  平成２９年度の実績からいきますと、そ

ういう捕獲の数は、農家から挙がっている

状況しか把握しておりません。 

  でも、現実はもっと多くあるというよう

なことも農家の方から日々、報告をいただ
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いておりますので、平成３０年度について

は、やはり被害対策の防止というような観

点から、やっぱり電気柵を農家の方に普及

させて、被害額の減少、被害の防止を努め

るということで、平成３０年度については、

新たに電気柵の設置の補助を創設したとい

うことでございます。 

  以上でございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  はい、わかりました。ありがとうござい

ます。 

  電気柵で入らないのでもいいんですけど、

私が言うのも残酷ですけども、生け捕りし

て、ぜひぜひ、ジビエのほうに利用してい

くという、そのためのジビエカーと、先ほ

どお伝えさせていただきましたので、どう

か、この鳥獣被害防止柵を確立しというと

ころを、いろんな方面から充実していただ

きたいと思います。 

  では、次に入ります。 

  学校再配置についてです。 

  これは、きのうからいろいろ質問出てお

りますので、私のほうからは２点あるかな

いかというとこです。 

  一つは、町はユーベルホール、図書館、

保健センターなどを潰して、吉川地域周辺

に小中一貫校を実現させようとしていると

思っている住民が少なくありません。 

  昨日も菅野議員が触れておりました。 

  その混乱のもととなった地図というのが

ありますね。これはプロポーザル方式で、

あらゆる可能性を広く提案していただくた

めに出された資料だと理解しております。 

  再度、このことにつきまして、町の潰そ

うとしているのは本当なのかと、確認させ

ていただこうと思いましたけど、これにつ

きましては、昨日、菅野議員が同じ質問さ

れましたので、私のほうからは、要は、ほ

ぼ全戸配布されたチラシですね、それがき

っかけに起きた混乱ですよね。 

  住民説明会に参加されていない大多数の

方に向けて、町として、何らかの対策を打

つお考えがあるかどうか、それをお尋ねい

たします。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  プロポーザル用の地図が出回りまして、

住民の皆さんに不安を与えたというような

ことは非常に残念なことでございました。

それを打ち消したらどうか、というような

御提案かと思いますが、我々としましては、

今現在教育委員会と町と一緒になって基本

計画を策定中でございますので、その基本

計画を住民の皆様にお示しをするというこ

とをもって、どの範囲が新しい学校の範囲

であるかということはおわかりいただけま

すし、仮に公共施設を使うという敷地にな

りましたら、その公共施設の代替施設でご

ざいますとか、複合施設、これらも同時に

お示しをできるものと思っておりますので、

その際に住民の皆様の御理解を賜れるとい

うふうに理解をしております。 

○議長（橋本謙司君） 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  プロポーザルに向けて出された提案可能

範囲の地図の中には、確かに多くの既存施

設が入ってますよね。ただし吉川支所も西

公民館も老朽化しておりますし、図書館は

台風で屋根が飛び、雨漏りもしてます。で、

保健センターのほうは包括支援センターで

すとか、子育て支援センターなど、この保

健センターが建てられた当時には想定して

いなかった、新たな機能が国の方針によっ
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て入る、そのために手狭になってますね。

ユーベルは客席の問題からこれは当初から

も問題ですけど、集客、収益アップが非常

に難しく、ちなみに昨年は5,７００万円近

くも赤字を出しております。これらは、そ

れぞれに問題を抱えてます。いずれ大規模

改修とか増設、新設、移転も必要なのかも

しれませんけど、何らかの対策をとる必要

がすぐ目の前に迫っているんではないかと

私自身は思っております。 

  先日この１０月に、常任委員会で守口市

の義務教育学校を視察させていただきまし

た。この議会の場でも何回かこの守口市の

義務教育学校の話が出ますけれども、１年

生から９年生まで、約７００名だったと思

います。学んでる。吉川中学校よりも狭い

敷地の中に校舎が建ってる。私非常に驚き

ましたね、校舎の中に三つの体育館がある

んです。で屋上に二つのプールがあって、

家庭菜園もありました。正直この現代建築

はどれほど進歩していくか、驚いたと同時

に、今後この豊能町のこの吉川中学校の周

辺のまちづくりを考えたときに、今考えて

る学校施設の中に図書館ですとか、ユーベ

ルホールや施設を入れることができたら、

この先それぞれの施設にかかる改修費なり、

そういったものがかなり軽減され、住民に

とってより広い気持ちのいい施設が手に入

ることができるんではないかなと思った次

第です。これにつきましては、今基本計画

を策定中なので、どのような形で出てくる

かもわかりませんし、法的に可能ならぜひ

こうした視点も取り入れていただきたいと

私は内心思ってます。 

  質問としましては、この基本計画なんで

すけど、今の予定ではいつごろ出されるの

か、最後にその質問をして終わります。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  南教育次長。 

○教育次長（南 正好君） 

  基本計画でございますけれども、今少し

作成がおくれております。年を明けました

ら、１月がちょっと無理かもわかりません

けれども、２月ぐらいには基本計画のまだ

素案というような状況のものを、議員の皆

様に一度お示しをして、御意見を伺った後、

基本計画をつくってきたいと思っておりま

すので、いつまでにできるということはち

ょっと今のところまだ約束はできない状況

です。 

○議長（橋本謙司君） 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  ちょっとおくれてるということですけれ

ども、ぜひいろんな住民の混乱、不安を除

くためにも早く出していただきますように、

依頼先の業者のほうには働きかけていただ

きますよう、お願いして私の質問を終わら

せていただきます。 

  ありがとうございました。 

○議長（橋本謙司君） 

  以上で、秋元美智子議員の一般質問を終

わります。 

  この際暫時休憩いたします。 

  インターネットの作業がありますので、

しばらくお待ちください。 

（午後１時４７分 休憩） 

（午後１時４９分 再開） 

○議長（橋本謙司君） 

  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

  次に、中川敦司議員を指名いたします。 

  中川敦司議員。 

○３番（中川敦司君） 

  議長から指名をいただきました３番の中

川です。 

  主に環境関連の項目などについて、質問

を取り上げております。 
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  この１２月の議会におきましての一般質

問、とりを務めさせていただきます。どう

かよい御答弁いただけますように、よろし

くお願いを申し上げます。 

  では、まず通告書ナンバー１の環境関連

についての質問を行いたいと思います。 

  町内から排出される一般廃棄物や資源ご

みの回収を実施していただいておりますが、

この回収作業がなければ、町内はごみだら

けになっております。そのため回収作業を

実施し、町内の環境維持に努めていただい

ていることに、まず感謝を申し上げます。

この回収いただいている資源ごみ、特に空

き缶などのこの収入は、私たちのどのよう

に還元されているのか、まず初めにお伺い

したいと思います。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  上畑建設環境部長。 

○建設環境部長（上畑光明君） 

  お答えさせていただきます。 

  アルミ缶を含む資源ごみにつきましては、

国崎クリーンセンターに搬入されまして、

有価物として売却をされております。国崎

クリーンセンターの全体の平成２９年度に

おける有価物売却収入につきましては、7,

５２１万7,２９０円ということで、そのう

ちアルミ缶につきましては、1,４２７万3,

７８５円となっております。 

  以上です。 

○議長（橋本謙司君） 

  中川敦司議員。 

○３番（中川敦司君） 

  ということは、今金額的なものも御提示

していただきましたですけども、この資源

ごみといいますか、空き缶などですね、こ

ういったものの回収は結構重要なものであ

ると私は思うんですけども、実は私が毎日

平日の朝ですけども、学校へ登校する子ど

もさんの見守りのために、付近の交差点で

立たせていただいております。この朝の子

どもの見守りにおいて見かけた光景につい

て、まず話をさせていただきたいと思いま

す。 

  その光景どんな光景だったのかといいま

すと、空き缶の回収でありました。朝の７

時台ですね、そのころに荷台に多くの空き

缶を積んだ軽トラックが住宅のエリアに入

ったり、出たりという、そういうふうな光

景を見ることが何度かありました。この空

き缶の回収というのは、町の指定業者など

で実施されているとは思いますが、朝のこ

の７時台に回収しているこの軽トラック、

私が見たのは軽トラックですけども、これ

は町の指定業者なんでしょうか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  上畑建設環境部長。 

○建設環境部長（上畑光明君） 

  お答えさせていただきます。 

  近年新聞などの資源ごみについて、町指

定でない業者が持ち去るというようなこと

が見受けられます。資源ごみの持ち去り行

為については町の貴重な財源を失っている

ということになりますので、町としてはそ

の委託業者以外のものが集積場から資源を

持ち去る行為については、認めていないと

いう状況でございます。 

  ７時台のその業者というのは、多分町の

業者ではなくて、なかなか特定できません

けれども、多分個人的にやられているよう

な業者の方かもわかりません。 

  以上です。 

○議長（橋本謙司君） 

  中川敦司議員。 

○３番（中川敦司君） 

  先ほどもお話させてもらいましたけれど

も、この空き缶一つであっても町の大事な
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資源であると、今御答弁いただいた中にも

そのような文言がございましたけども、こ

の私たちの豊能町の資源といいますか、そ

ういったものを大切に大事にするためにも、

この指定業者以外の空き缶回収、こういっ

た行為に対して何らかの対策が必要かなと

思うんですけども、そのあたりはいかがな

ものでしょうか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  上畑建設環境部長。 

○建設環境部長（上畑光明君） 

  お答えさせていただきます。 

  確かに、その資源ごみを持ち去る行為に

ついての対応策というのは、必要やと思っ

ています。今現在町において、その対応策

をしているかといいますと、そこまではで

きていないというのが現状です。住民の方

から年に２、３回ごみを持ち去られてます

よというような通報が環境課のほうに電話

が入りまして、そこから職員が確認に行く

というようなことになっていますけど、当

然行ったときには、いてないということで、

怪しいなと思われるような車を見かけたと

きには、直接行って指導をしているという

ような状況です。今後具体的に取り組んで

おられる自治体もたくさん全国にもあると

いうように思いますので、そういった取り

組みについては、やはり調査・研究して実

施に向けて考えていきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（橋本謙司君） 

  中川敦司議員。 

○３番（中川敦司君） 

  今先ほどの御回答でいきますと、この違

法というか、持ち去りに対する対策という

のはしていないというふうなことで、住民

の方から通報があれば、すぐさま飛んで行

って、追っかけてみたいな、そのようなお

話で結局は、いたちごっごみたいな、そん

な感じなのかなと思うんですけども。実は

私いろいろ全国同じような問題で、やっぱ

り困っている地域があるんじゃないかなと

思って、いろいろ私なりにも調べては見た

んです。実はこの近隣でいけば豊中市とか、

宝塚市におきましては、持ち去り禁止シー

トというこういうような、これ豊中市です。

これ宝塚市です。このような持ち去り行為

は禁止ですという、そういうふうなシート

を資源ごみ当日出される資源ごみの上にこ

うシートを置いておくというか、そういう

ふうな表示をすることで、持ち去りを禁止

するというか、そういうことを訴えていく

というような形のことをされているという

のが見受けられております。ちょうど時間

的にもきょう平日なんで、水戸黄門のテレ

ビがやってると思いますけども、よく言わ

れる有名なせりふで「このマークが目に入

らぬか」というかね。そんな形でこの持ち

去ろうとする業者に対して、禁止ですよと

いうようなことを訴えるという意味で、私

は有効なのかなと思ったりもするんですけ

ども、このようなものを参考にしてみては

どうかと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  上畑建設環境部長。 

○建設環境部長（上畑光明君） 

  お答えさせていただきます。 

  隣の市で豊中市が、そういう禁止シート

をされているということをお聞きしました

ので、豊中市のほうに行って勉強させてい

ただいて、効果があるというようなことで

あれば、取り入れていきたいなとは考えて

います。 

  以上です。 

○議長（橋本謙司君） 

  中川敦司議員。 
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○３番（中川敦司君） 

  この資源ごみの持ち去りというこの行為

につきましては、先ほども私言いましたけ

ども全国的には発生している傾向が見受け

られております。そういったこともありま

して、資源ごみの持ち去りを禁止するとい

うことを条例に盛り込むという、そういう

自治体が私の見た限り約４分の１ほどある

というふうなデータがございました。豊能

町もこの資源ごみ持ち去り禁止というもの

を条例の中に文言を入れるとか、そんな形

にしていってはどうかと思うんですが、い

かがでしょうか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  上畑建設環境部長。 

○建設環境部長（上畑光明君） 

  お答えさせていただきます。 

  現時点においては、条例化をするという

ところはまだ検討はしておりません。まず

は先ほど議員のほうからお話のありました

豊中市のほうにお伺いして、そのシートの

表示の効果などをまず勉強していきたいと

いうふうに考えます。 

  以上です。 

○議長（橋本謙司君） 

  中川敦司議員。 

○３番（中川敦司君） 

  では引き続き、大事な大事な資源でござ

いますので、よろしくお願いをしたいと思

います。 

  では、環境関連の次の質問に移りたいと

思います。 

  最近は、どこの御家庭でもパソコンそう

いったものを使用されている、そういうふ

うに見受けられます。パソコンで作成した

文書はプリンターで印刷となります。私の

今のこの持ち去り禁止シート、これもプリ

ンターで印刷をして持ってまいりました。

このプリンターで使用されているインク、

これは、色ですねブラックとか、マゼンタ、

シアン、イエローといった各種のカートリ

ッジ式のものがございます。当然インクが

空になりますと、カートリッジはごみとし

て廃棄となってしまいます。この空になっ

たカートリッジを回収して、リサイクルす

るということが行われております。空にな

ったカートリッジは、家電量販店などでも

回収しているようではありますが、全国の

郵便局や自治体でも回収する取り組みが実

際行われております。 

  この回収の取り組み、名称は「インクカ

ートリッジ里帰りプロジェクト」と呼ばれ

ております。このプロジェクトは、プリン

ターメーカーですね、キャノンとかいろい

ろありますけども、プリンターメーカーが

共同で行っている取り組みであり、豊能町

においては唯一役場隣の郵便局、ここでこ

のプロジェクトに参加されていることがわ

かりました。で実際その役場のお隣にある

郵便局に私出向いてみました。そうします

と、郵便局を入った一番奥にこれぐらいの

大きさですかね。回収箱が設置されており

ました。いろいろ郵便局の方にお伺いしま

したけれども、回収箱そのものはこのプロ

ジェクトから支給してもらえるという。じ

ゃあこれが満杯になったら、どないするん

ですかといったら着払いで郵送しますとい

う、そういうふうなことだったので、結局

郵便局側としたら一切費用は発生しないと

いうのが、そのときのやりとりの内容だっ

たんです。 

  で、豊能町としましてもノートパソコン

とか古いデジカメとかそういったもの、不

要になった小型家電こういったものの回収

を実際にやっていただいておりますけども、

この今私が申し上げました「インクカート

リッジ里帰りプロジェクト」こういったこ
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とにも参加することで、豊能町の環境改善

に取り組む姿勢のアピールにもなろうと思

いますが、このインクカートリッジの回収、

このようなことをやってみてはいかがでし

ょうか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  上畑建設環境部長。 

○建設環境部長（上畑光明君） 

  お答えさせていただきます。 

  インクカートリッジについても、現在不

燃ごみとして回収しております。今回御質

問を受けまして、いろいろと調べたところ

今お話がありましたように、使用済みイン

クジェットの回収、リサイクルを推進する

プリンターメーカーによる共同活動という

のをあるのがわかりました。それが今言わ

れていますように、「インクカートリッジ

里帰りプロジェクト」ということが取り組

まれているということで、そういったカー

トリッジの回収から、再生までリサイクル

もされているというふうに聞いております。

この共同で運営されているプロジェクトに

ついては、今後豊能町のこのインクカート

リッジの回収について、どのような仕組み、

詳しくは書いてあったと思うんですが、も

う少し勉強させていただいて、取り組みが

できるのであれば、多分ここに自体が申し

込むというような形になると思うんですけ

ども、そういう形も踏まえて検討はしてい

きたいと考えます。 

  以上です。 

○議長（橋本謙司君） 

  中川敦司議員。 

○３番（中川敦司君） 

  よろしくお願いをいたします。 

  では次の項目に移りたいと思います。環

境関連の次の質問ですね。 

  本年は、大阪北部地震、そしてまた７月

の豪雨、また台風の２１号、台風２４号と

多くの災害に見舞われる年となりました。

家屋や農地や山林など被災された皆様には、

改めてお見舞いを申し上げるものでござい

ます。全国に目を向ければ、これらの災害

により、多くの地域で甚大な規模の災害に

なっているところもございました。災害の

規模やエリアそういったものが大きくなれ

ばなるほど、災害で廃棄されるもの、いわ

ゆる災害廃棄物が大量になってまいります。

家の中にある電化製品や畳、また家具こう

いったものが当然ですけども、土砂やがれ

き、ときによっては樹木など、さまざまな

ものが廃棄物となって災害の場合には出て

こようかと思います。 

  これらのいろいろな種類の大量の廃棄物

は一旦どこかの場所に集結して、そして分

別して、そして搬出する、そういったこと

をしなければ災害の復旧ができないと思い

ます。今後豊能町でも大規模な災害が起こ

らないとは限りません。当然起こらないほ

うがいいですけども、起こらないとは限り

ません。大きな災害が発生したときに、迅

速に災害廃棄物の対策を打つためにも、災

害廃棄物処理計画を策定することが必要と

思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  上畑建設環境部長。 

○建設環境部長（上畑光明君） 

  お答えさせていただきます。 

  災害廃棄物処理計画につきましては、大

阪府が国の災害廃棄物対策指針及び、大規

模災害発生における災害廃棄物対策行動指

針を踏まえて、平成２９年の３月に策定を

されております。本町としましては、本年

６月の大阪府北部地震や７月豪雨、または

台風などが相次ぎ、国内外の多くの被害が

見受けられること、その後発生した災害廃
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棄物が路上に置かれているなどの対応の大

変さと、廃棄物の計画的な仮処分置きの重

要性を痛感しているところでございます。 

  現在の状況といたしましては、大阪府が

主催します平成３０年度大阪府災害廃棄物

対策市町村向けの研修会というのがありま

して、そこに環境課の職員が参加をし、災

害廃棄物の対策に向けた認識の向上に努め

ています。現在今まで３回研修会に参加を

させていただいております。また近隣市の

豊中市におきましては、本年３月豊中市の

災害廃棄物対策の処理計画を策定されてお

り、実際に本年の６月の１８日に起こりま

した大阪北部での地震による処理計画に基

づいて、廃棄物の対応もされたということ

もお聞きしておりますので、ことしの１０

月の１６日に本町が豊中市のほうに伺いま

して内容についての勉強をしてきたところ

でございます。 

  これからの動きの中で、初期対応として

の問題、仮置き場の選定、及び廃棄物の分

別について市のほうからは大変苦慮したと、

これが一番大きな課題であったというふう

なことも聞いてきております。今後本町と

しましては、豊能町地域防災計画における

被害想定などに基づき、災害廃棄物処理計

画や災害時の廃棄物の処理に向けた行動手

順の策定に向けて今後豊中市にもお伺いを

し、研究して取り組んでまいりたいと考え

ております。 

  以上です。 

○議長（橋本謙司君） 

  中川敦司議員。 

○３番（中川敦司君） 

  今、御答弁いただきましたとおり、やは

り大事だなというふうな認識を持っていた

だいているということが確認できて、私も

ほっといたしました。どうかいつ起こるか

わからない災害でございますので、いつ起

こっても大丈夫なように、しっかりと今か

ら対策を打っていただく、そのようなこと

をよろしくお願いを申し上げます。 

  では、続きの項目に移らせていただきま

す。 

  次に、通告書ナンバー５の受水場での漏

水についてとの項目の質問をさせていただ

きたいと思います。 

  １０月７日の朝６時前ですね、住民の方

から電話がございました。内容は東ときわ

台中央公園の階段付近に大量の水が流れて

いるとの情報だったんです。すぐに私現地

に急行したところ、公園の階段の横に土手

がございまして、その土手の部分にずっと

上のほうから水が流れてきているという異

常な光景だったんです。で、私なりにこの

異常な土手を流れてくる水一体どこからこ

れ湧き出てるんやろうかなと非常に疑問に

なったので、その現場を私なりに探るとい

うことをさせてもらいました。ちょうどあ

そこの公園はちょっと山手になってますの

で、その土手をずっと上のほうに坂を上っ

て行くというか、草をかき分けて登って行

きました。そうしたら何とそこの場所には

ちょうど上水道の受水場がございまして、

その受水場の中に設置されているぺたんと

ふたが閉まってる扉ですかね、そこから水

が湧き出しているというのが、私見てとれ

ました。私、早速その後上下水道部のほう

へ飛んで行って、宿直の方ですかね、担当

の方に状況を伝え、処置の依頼をさせてい

ただいたわけでございます。これがこの１

０月７日早朝の出来事だったんです。 

  まず、初めにお伺いしたいんですけども、

この水が湧き出してるというか、このふた

のところから水が湧き出してるというこれ

は、一体何が原因だったのでしょうか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 
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  板倉上下水道部長。 

○上下水道部長（板倉廣幸君） 

  漏水の原因はということでございますが、

少しその１０月７日に発生しました浄水場

敷地内での漏水の概要について御説明させ

ていただきます。 

  漏水が始まりましたのは、前日の夜９時

ごろから住民さんの通報で当直の業者の方

のほうに通報がありまして、一応は確認は

しております。漏水をした箇所でございま

すが、東ときわ台の西部受水場には企業団

系、大阪広域水道企業団からの水の系統と、

池田市の古江系の２系統の取水管が埋設し

ております。そして受水場の敷地に入った

ところに受水の流入を開始したり、停止す

るための電動弁が設置してあります。その

電動弁でございますが、これにつきまして

は、地下ピットといいまして、地面の中に

部屋みたいなのをつくりまして、そこで大

きさが縦5.４メートル、横２メートル、深

さ1.８メートルの地下ピットがございます。

今回漏水をしたのは、企業団系の地下ピッ

トの電動弁の手前の配管の継ぎ手の部分か

ら漏水していたということでございます。 

  次に、中川議員お尋ねの漏水の原因でご

ざいますが、ピット内の水を水中ポンプで

排水し確認しましたところ、配管の継ぎ手

のゴムパッキンが継ぎ手からはみ出してい

たことから、漏水の原因は、配管の継ぎ手

のゴムパッキンのずれによるものと判明し

ました。ではなぜこの継ぎ手のゴムパッキ

ンがずれたのかということでございますが、

これにつきましては、はっきりしたことは

わかっておりませんが、電動弁の手前の配

管の継ぎ手のゴムパッキンがはみ出してい

たことから考えますと、ウオーターハンマ

ーにより想定以上の圧力がかかったことに

よるもの、あるいは６月に起きました大阪

北部地震の影響で、継ぎ手の部分がずれが

生じ、その影響で徐々にパッキンがはみ出

してきたためなどが想定できますが、原因

の断定には至っておりません。 

  以上でございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  中川敦司議員。 

○３番（中川敦司君） 

  結局こんなふうになってましたという状

況はつかめたけども、なぜそのような状況

に至ったのか、ゴムパッキンですか、その

ずれがなぜ起こったのかということはわか

らないと、もしかしたら地震の影響でなっ

たのかなとみたいな、それぐらいしかはっ

きりしたことは言えないということだった

と、私は今のお話を聞いて思いました。 

  この今のお話の中で、夜の９時から前日

の、私が通報というか、住民の方から伺っ

たのは早朝の５時４５分かな、５０分ぐら

いのころだったんですけども、それよりも

っと前から水が流れていた。前日の夜の９

時ぐらいから流れていたというふうな情報

もありましたということなんですけども、

どれぐらい水が、実際約１０時間近く流れ

てたことになるんかなと思うんですけども、

流れたものなのかなと思うんですけども、

単位時間当たり水が流れる流量、それに時

間数を掛けると、総流量が算出はできるん

かなとは思うんですけども、実際今回のこ

の漏水でどれだけ水が、無駄な水が流れて

たのかというのは、わかるものでしょうか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  板倉上下水道部長。 

○上下水道部長（板倉廣幸君） 

  先ほど申しましたように、今回の漏水箇

所につきましては、流量計これは箕面森町

の中にあるんですけども、今ちょうど第３

工区の入り口のＴ字路部分があると思うん

ですけども、それの左側のあそこに流量計
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がございます。その流量計を通った後、受

水池に入るまでの間の流入箇所でしたので、

はっきりとした漏水の水量というのはわか

りません。 

  しかしながら、受水地に流入する水量と

受水池からの配水量はそれぞれの流量計に

より水量をはかっております。そしてその

水量と漏水時の受水地の水位の低下を比較

することで、ある程度の漏水量を推定する

ことができます。そしてこれから推定いた

しますと、漏水していた総水量は約３００

立米というふうに推測されます。 

○議長（橋本謙司君） 

  中川敦司議員。 

○３番（中川敦司君） 

  正確な数はわからないですけども、流入

量とか水位の低下、それらの減少といいま

すか、ものから３００立方メートルという、

そのような数字だろうというふうなことだ

と私聞かせていただきました。 

  実際これくらいの水が流れた、無駄にな

ったということなんですけども、これって

実際費用に、水道代と言いますか、そうい

ったものに換算するとどれくらいの金額に

なる、損失と言いますか、そんなんは出る

ものなんでしょうか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  板倉上下水道部長。 

○上下水道部長（板倉廣幸君） 

  漏水をした金額ということでございます

が、今回の漏水につきましては、一般的な

地面の下で配水管が漏水している分と同じ

ようなカウントになります。ですので、そ

ういう水道料、料金としてのカウントはし

ないという形になります。 

  ちなみに決算書の中に毎年お示ししてい

ますが、給水分析表の無効水量というのが

ございまして、その無効水量の中の漏水量

ははかるほうですけども、漏水量の中に含

んで水量を挙げるという形になりますので、

料金的には挙げてないということになりま

すが、ちなみにどのくらいの金額だったか

ということで言いますと、今回漏水しまし

たのは企業団水でございますので、企業団

水１立米当たり７２円でございます。それ

かける３００立米かける消費税1．０８分を

かけますと、約２万3，０００円ぐらいにな

るということでございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  中川敦司議員。 

○３番（中川敦司君） 

  金額的には小さいですけども、やはり早

いこと、夜の９時からわかってたんやった

らもっと早いこと手は打てなかったのかな

というふうな気もするんです。住民の方か

らも「ずっとおいとかんと、わかってるん

やったら早くしたらどないやの。」みたい

な、そういうふうな声もあったんですけど

も。あれは夜にわかってたけども、前日に

わかってたけども翌日までおいておったと

いうのは何か理由があったんでしょうか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  板倉上下水道部長。 

○上下水道部長（板倉廣幸君） 

  お答えさせていただきます。 

  一応先ほど申しましたように、住民の方

からの電話があって、そのときの当直者の

者が現地を見に行ったと。それでその状況

につきまして工務課長のほうに報告があっ

たということでございますが、夜間であり、

作業するにも危険を伴うというようなこと

もございましたし、あと断水、すぐさまに

断水をして住民の方に御迷惑をかけるとい

うことではないという状況であったので、

朝明るくなってからということで判断をし

たものということでございます。 
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○議長（橋本謙司君） 

  中川敦司議員。 

○３番（中川敦司君） 

  結局は、暗いから作業が危険を伴う可能

性があるので、そういった意味であえて翌

日明るくなってからというようなことと理

解いたしました。 

  はい。ありがとうございます。 

  あと、今回のこの異常な漏水と言います

か、これなんですけれども、私、上下水道

部の２階に上らせていただいたことがござ

いました。その２階の中には、そうですね、

このくらいの広さですかね、集中管理室と

いうふうなそういう場所が確かございまし

て、この集中管理室におきまして、今回の

この受水場からの漏水ですね、こういった

ものは異常検知することはできなかったの

でしょうか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  板倉上下水道部長。 

○上下水道部長（板倉廣幸君） 

  本町の集中監視システムでの漏水の発見

につきましては、一つ目としましては、配

水池の水位の異常低下、二つ目としまして

は、配水流量の異常の警報が該当いたしま

すが、これらはいずれもそれぞれの配水池

からの給水区域内での漏水の可能性を示す

もので、漏水の箇所を限定するものではご

ざいません。また、今回の漏水箇所が受水

場の流入直前の場所であったため、警報と

言いますか、集中監視システムで異常は発

見できなかったということになります。 

○議長（橋本謙司君） 

  中川敦司議員。 

○３番（中川敦司君） 

  今の御答弁でいきますと、結局は集中管

理室で、今回のこの漏水は検知できないも

のだったということなんですけども、それ

でいきますと、今回、たまたま住民の方が

目にして、水が流れているというふうなこ

とを見つけてくださったから通報できたと

いうことなんですけども、これが例えば、

住民の方の目につかないような場所に受水

場があって、ずーっと流れっ放しになって

いるというような場合には、もうそこの受

水場に職員の方が行かれるまで多分気がつ

かないという、そういうふうなことになっ

てたんでしょうか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  板倉上下水道部長。 

○上下水道部長（板倉廣幸君） 

  お答えします。 

  システムによる警報は出ませんけども、

先ほど水量のところで御説明させていただ

きましたように、流入する量と受水地の配

水の低下、この差が出ますので、水を送っ

ているのに受水地では水位が上がらないと

いうようなことから、その辺はおかしいの

ではないかということが集中管理室ではわ

かるようになりますので、その辺で職員が

現地を見に行くという形で、それほどは、

いつまでたってもわからないということは

ないというふうに考えております。 

○議長（橋本謙司君） 

  中川敦司議員。 

○３番（中川敦司君） 

  今、その実際の流入する水の量と、それ

に匹敵するほどの水位、そういったものが

なければ異常とみなすみたいなことができ

るという、それで判断できるだろうという

ことなんですけれども、それはあれですか、

流入してこれだけのものが、水が入ってく

ればこれぐらいの水位がないといけないな

みたいな、そういう一つの線引きみたいな

ものはあるんですか。これだけ入っている

のに、これだけの水が入っているのに水位
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が何ぼであれば正常とみなすとかいう、そ

ういう一つのラインというのは設定はされ

ているんでしょうか。でないと判断がつか

ないかなと思うんですけども。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  板倉上下水道部長。 

○上下水道部長（板倉廣幸君） 

  一定のラインというのはございません。

ただ、水を入れているのに水位が低下して

くると、これは異常、誰が見てもわかりま

すよね。そういう形で異常が発見できると

いう形では申し上げました。 

○議長（橋本謙司君） 

  中川敦司議員。 

○３番（中川敦司君） 

  わかりました。じゃあ、この関連質問に

さらに進めさせていただきます。 

  たまたま今回は、東ときわ台の中央公園

横の設備ではありましたけども、町内には

ほかにもたくさんの水道の設備があろうか

と思いますが、これらの設備、施設でも今

回のような同様の原因による漏水が発生す

る可能性というのはありますか、ないです

か。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  板倉上下水道部長。 

○上下水道部長（板倉廣幸君） 

  今回漏水した箇所につきましては、水圧

が８キロと、町内で水圧の高い箇所である

こと。また核配管と言いまして、ピットで

すので、ピットの端、長さが縦５．４メー

トルと言いましたけども、そのピットの端

のコンクリート部分でその配管をもたして

いると。中は空中を飛んでいるような感じ

の配管の場所ということでございまして、

他にこのような水圧の高い場所で、核配管

の場所というのは町内にはございません。

ですから、可能性はゼロとは言えませんけ

ども、同様の漏水の可能性は非常に低いも

のというふうに考えております。 

○議長（橋本謙司君） 

  中川敦司議員。 

○３番（中川敦司君） 

  同様の構造の物はないというふうな御回

答だったかと思いますので、安心はいたし

ましたけども、構造的には違いはあったと

しても、このゴムパッキンというものはほ

かにももしかしたら設備で使われている可

能性もあるので、そういったところのチェ

ックは今回の事例を受けてされましたでし

ょうか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  板倉上下水道部長。 

○上下水道部長（板倉廣幸君） 

  先ほど申しましたように、受水場には古

江系の配管も通っておりますし、そこも同

様にピット内に電動弁があるということで

ございまして、その辺の点検はしておりま

す。また、場内ですとか、地下は無理なん

ですけども、場内とか受水場とか配水池の

ところにつきましては点検に行っておりま

すので、もし目に見える部分というところ

であれば点検はしているということになり

ます。 

○議長（橋本謙司君） 

  中川敦司議員。 

○３番（中川敦司君） 

  しっかりと点検をしましたというふうに

受け取らせていただきます。 

  では、次の項目に移らせていただきます。 

  次に通告書のナンバー４、事業数につい

ての質問に移らせていただきます。 

  本年、９月の議会において使用された事

業評価主要施策成果報告書で、数多くの事

業が行われているということを確認をさせ
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ていただきました。この事業評価主要施策

成果報告書は私見ましたけども、約２５０

ページにわたる膨大なページ数でございま

して、各ページごとに大事業、大きな事業

項目が書かれてあり、それで括られて、そ

の大事業、大きな事業の下に複数の小事業、

細分化された細かい事業ですね、そういっ

たものが列記をされている、こういうふう

な書面でございました。 

  この大事業ごと、１ページ当たりの大事

業ごとの書かれている小事業の数はさまざ

までありまして、大事業１ページの中に小

事業が１つというふうなそのような項目も

ございました。また２つという場合もあり

ました。中には４つ、また９つという、い

ろいろな数書かれてございました。 

  そういったことから推定をいたしますに、

ざっと６００とか７００というそれぐらい

の数の小事業が存在するのではないかなと

私なりに推測をさしていただきました。こ

の小事業、６００か７００かみたいなこの

小事業の数そのものは職員の、豊能町の職

員の皆さんの負荷、すなわち年間に実施さ

れる仕事の量と捉えることもできようかと

思います。 

  そこでお伺いしたいんですけども、この

小事業、事業の数ですね、これはこれまで、

過去から現在に至るまでどのように推移し

てきているのかということをお伺いしたい

んです。要は減ってきているんかな、ふえ

てんのかなみたいな、そのあたりのことを

まずお伺いしたいと思います。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  今、小事業の数ということでお尋ねがご

ざいます。小事業の数自体は３００以上あ

るというふうに聞いておりますが、大事業

の数にしましたら２００弱というふうなこ

とで、この数年、数としてはそんなに増減

はないというような状況でございますけど

も、事業の数というものは統廃合して数を

勘定いたしますので、事業の数そのもので

事業がふえた減ったということはちょっと

言えないというような状況でございます。

例えば例を申し上げますと、ここ数年新た

に行うことになった事業としてはマイナン

バー制度でありますとか、空き家の対策、

それから地方創生の事業、ふるさと納税、

残土の対策などがございますけども、また、

昔はなかった事業としましては、ホームペ

ージとかイントラネットとか、防災対策、

新公会計、介護保険などなどたくさんござ

いますけども、御質問、事業の数というこ

とになりますと、なくなった事業よりも新

しく始めた数のほうが当然多いので、事業

そのものがふえていますが、その予算書と

か事業評価シートの数でふえた減ったとい

うことは、今は数えられないというような

状況でございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  中川敦司議員。 

○３番（中川敦司君） 

  今の御答弁にもありましたとおり、やは

り事業数というのはそれなりにやっぱり数

があるというふうなことと、減るというよ

りもむしろふえているかなというふうな御

答弁だったかと思います。 

  この事業の中には大阪府からの権限移譲

言いますかね、そういった形で業務移管さ

れているそういったものもあるのかと思い

ますけども、いかがなものでしょうか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  事業の内には今おっしゃった大阪府から
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の権限移譲による事業もたくさん含まれて

おりまして、この権限移譲に伴って事業が

ふえているということは当然のことでござ

いまして、数としては８８の事業がござい

ます。 

○議長（橋本謙司君） 

  中川敦司議員。 

○３番（中川敦司君） 

  今、大阪府からの権限移譲による業務移

管と言いますか、それは８８事業というふ

うな数を今お示しいただきましたですけど

も、権限移譲によって大阪府から業務を豊

能町に移管するとなった場合、大阪府とし

ては仕事量が減るというふうな方向になろ

うかと思うんですけども、豊能町は逆に仕

事量がふえるというそういうふうなことに

もなろうかと思います。この権限移譲には、

業務移管ですね、これに際しては大阪府の

ほうから何らかの費用的な補填と言います

か、そういったものはあるんでしょうか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  大阪府からきっちり計算してということ

ではございませんけども、一式で幾らとい

う交付金でございましたり、１件当たり幾

らというような交付金はございますが、支

出に伴うと言いますか、幾ら出したから幾

らというようなそういう交付金はありませ

せん。一式でとか、１件当たりとか、そう

いう形の交付金はいただいております。 

○議長（橋本謙司君） 

  中川敦司議員。 

○３番（中川敦司君） 

  今、交付金一式とか、各案件に対してと

いうふうなこともありましたけども、いず

れにしても交付金という形でお金はいただ

いておりますというふうなことと捉えさし

ていただきます。 

  その補填される交付金、費用ですね。そ

れは実際業務を引き継ぐ、受ける側として

ふえる、仕事量がふえる、当然ふえますけ

ども、それに見合うだけの金額なのか、ち

ょっとそれが私の疑問なんですけども。例

えば業務を移管される、例えばそれが仕事

量にして１００時間ふえるというふうにし

た場合ですね、職員一人当たりの、１時間

当たりのチャージ料が例えば１万円とする

と、単純計算で１００かける１で１００万

円というそれだけの費用が必要だというふ

うに私なりには計算できようかと思うんで

すけども、実際増加する仕事量相当の費用

がこの大阪府から交付金としていただけて

いるというふうに思っていいんでしょうか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  先ほども申し上げたとおり、１件幾らと

か、そのように計算する交付金が多うござ

いますので、豊能町の支出に見合う収入と

いうものにはなっておりません。例えば最

近でしたら、パスポートの事務移譲を受け

まして、それをそのまま池田市に事務委託

をいたしましたけども、収入よりも支出が

はるかに多いというような状況にはなって

おります。 

○議長（橋本謙司君） 

  中川敦司議員。 

○３番（中川敦司君） 

  そうですか。わかりました。なんか権限

移譲という言葉を聞くと、なんか権限を譲

ってもらえるということで非常にありがた

いというふうに言葉的には捉えることがで

きようかと思いますが、でも実際はそうじ

ゃないんやなというふうな言葉なのかなと

思いましたので、そうですか、わかりまし
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た。 

  あと、次に時間的に最後になりますけど

も、豊能町の職員数は、私調べたところ、

平成２０年は２６０人、これは一般会計と

特別会計トータルで２６０人という職員数

というそのような数字がございました。平

成２５年は２２５人、平成３０年は１７４

人というふうな形で、このところ職員数が

年々減少してきているというのは明らかな

ことやと思うんですけども、要は先ほどの、

初めの質問の答えにありましたけども、事

業数そのものは減るというよりもむしろふ

えつつありますというふうなこと、それに

対して職員数は年々減っていくという傾向

がある。職員数は減っていくのに事業数は

ふえる傾向にあるということは、私なりに

思うと、本当に事業全てうまくやれるんだ

ろうかというのが心配なんですけども、そ

のあたり、職員数は年々減少してきており

ますけども、この数多くの事業を遂行する

に当たって支障はないものでしょうか。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  おっしゃいましたとおり、３０年４月１

日現在は１７４名ということでございます。

一番多いときは３００人ぐらい職員がおり

まして、ピークは平成９年の３３２人とい

うのがピークでございました。最近５年間

だけでも５２人減っておりますが、消防事

務を委託いたしましたので、その内４０人

弱は消防の職員でございますけども、それ

でもかなり職員が減ってきているというこ

とでございます。全体の事務量、今申し上

げましたけども、非常に多い事務量でござ

いますので、これ以上人員を削減するとい

うことは困難な状況できておりまして、こ

れ以上人員をもし削減するならば事務の委

託とか、施設の統廃合などを進めていかな

いと難しいというような状況でございます。 

  今、支障はないのかというような御質問

でございましたが、非常勤職員とか専門官、

それから定年退職者の再任用、これらを活

用いたしまして、また３月議会でお決めい

ただきました任期付職員、このような制度

も新たに導入いたしましたので、さまざま

な任用の方法を活用して職員を採用し、支

障のないように取り組んでまいりたいとい

うふうに思っております。 

○議長（橋本謙司君） 

  中川敦司議員。 

○３番（中川敦司君） 

  以上で私の一般質問を終わらせていただ

きます。 

  ありがとうございました。 

○議長（橋本謙司君） 

  以上で、中川敦司議員の一般質を終わり

ます。 

  以上で一般質問を終わります。 

  そのまま続いて総括質疑にいきますので、

しばしお待ちください。 

  日程第２ 第５４号議案から第６９号議

案までを議題といたします。 

  これに対する総括質疑を行います。 

  質疑内容はそれぞれ各常任委員会に付託

いたしますので、大綱のみお願いをいたし

ます。 

  なお、御承知とは存じますが、「質疑は、

議題になっている事件に対して行われるも

のでありますから、現に議題になっていな

ければなりません。また、議題に関係のな

いことを聞くことはできない。」このよう

に規定されておりますので、その点、十分

御協力いただきますようお願いを申し上げ

ます。 

  それでは、第５４号議案から第６９号議

案までの１６件に対する質疑を行います。 
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  高尾靖子議員。 

○１０番（高尾靖子君） 

  ５４号議案でお聞きいたします。 

  改正等条例いうことで、大変いろいろと

多数改正があるんですけれども、この点で

ちょっと不安を抱いている面があります。 

  今後、予算、決算とか条例改定いうこと

で、これは豊能町側の条例を廃止するいう

話でございますけれども、今後はじゃあ水

道事業についてのいろいろな書類欲しい、

審議することはここではできなくなるとい

うことなんですよね。その確認をしたいの

と、書類を手に入れたいときにはこの企業

団に入ることなんですけども、どういうふ

うになるのか。手に入れてこちらで見てみ

たいというようなときは質問もできない、

そういうことになるわけなんですけども、

その辺はどのようなことになるのか、ちょ

っと聞かせてほしいなと思います。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  今後の上水道の議論、議会での御審議で

ございますけども、当然町の費用を企業団

に支出をいたしますので、その予算の御審

議の中で企業団のことについて御質問はい

ただけるものというふうに思っております

し、それから企業団の資料でございますけ

ども、これも町を通じて請求していただけ

れば入手していただけるんではないかとい

うふうに思いますが、あくまでも町を通じ

てということになろうかというふうに思い

ますので、直接の御議論とか、直接の書類

の請求とか、それはできなくなるのかなと

いうふうには考えております。 

○議長（橋本謙司君） 

  高尾靖子議員。 

○１０番（高尾靖子君） 

  そういうことで、議会からは何もものが

言えなくて、代表で出ている方に言うてい

ただくとか、そういうような格好になるの

かなと思いますけど、今災害の話もありま

したけど、災害時の対応について、これま

で経験されている市があります、今現在入

っておられるところでは、対応がすごく悪

かったというふうに聞いているんですけど、

民間職員の感覚になっているんじゃないか

というようなことで、メリットは何もない

というようなことも職員の中では言われて

いるいうことも聞きましたけども、この点

はどのようにお考えですか。今後の不安材

料だと思うんですけども、その点、わかり

ましたら聞かせてください。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  板倉上下水道部長 

○上下水道部長（板倉廣幸君） 

  災害時の対応でございますが、今、高尾

議員おっしゃいましたその対応が悪かった

ということにつきまして、私のほうにはち

ょっと情報が入ってきてませんのでよくわ

かりませんけども、企業団に移りましても

町の水道事業は企業団が担うわけでござい

ますので、町の水道のところで災害が起き

た場合は企業団が全て対応するという形に

なりますので、ですから、今まで水道をや

っていた事業をそのまま事業団が担うと。

それから災害の部分につきましても企業団

が責任をもってやるということになります

ので、その辺については余り心配は要らな

いのではないかというふうに考えておりま

す。 

○議長（橋本謙司君） 

  高尾靖子議員。 

○１０番（高尾靖子君） 

  今の件については従来と変わりがないと

いう判断でよろしいですか。 
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  わかりました。またこれは審議されると

思いますけども、ありがとうございました。 

○議長（橋本謙司君） 

  ほか、ありませんか。 

  田中龍一議員。 

○２番（田中龍一君） 

  ６２号議案と６８号議案に関連してお伺

いいたします。 

  今回、国民健康保険税から国民健康保険

料に変えるというお話でございまして、制

度的に見ますと、これは例えば時効である

とか差し押さえの時期であるとか、要は遡

及してお金を請求できる期間であるとか、

いずれも取り立てる側にとっては非常に不

利な方向と言いますか、やりずらい方向に

なろうかと思うんですけれども、せっかく

今制度としていいような方向でやっておら

れておりますけれども、これは必ず、要は

不利な制度となる保険料に改正をしなけれ

ばいけないのか。これをもしそのまま継続

するということができるのかできないのか

についてお伺いいたします。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  上浦生活福祉部長。 

○生活福祉部長（上浦 登君） 

  お答えさしていただきます。 

  大阪府内で、保険税を採用してますのは

４市町でございます。ことしからオール大

阪で国保の運営、主に財政面ですけどさし

ていただいています。その中で、今後６年

間かけてオール大阪制度も一本にしていこ

うということで、大阪府の方針が出ており

ます。その方針の中には保険料にするとい

うことが明記されておりますので、それは

必ず大阪府の、豊能町とあと２市１町なん

ですけど、２市１町もその間で料にしてい

くということになってございます。 

  ただ、議員がおっしゃいましたように、

デメリットと言いますか、５年が３年にな

ったり、２年になったりすることがござい

ますので、そこについては町のほうで徴収

も残ってくるということになります。 

  料のところも非常に高い率で徴収をなさ

っておられるところもございますので、そ

こを参考にしながら、もちろん今豊能町が

９８．何ぼ徴収率を誇っておりますので、

それを維持すべくこれからも取り組んでま

いりたいとは考えてございます。 

  以上です。 

○議長（橋本謙司君） 

  田中龍一議員。 

○２番（田中龍一君） 

  それともう一つ確認ですけども、先ほど

おっしゃったように、今大阪府下では豊能

町、能勢町、泉南市、大東市が保険税を導

入されている。今回これで、この４市とも

全て保険料に変えるということはもう承諾

済みなのかどうかについて、お伺いいたし

ます。 

○議長（橋本謙司君） 

  答弁を求めます。 

  上浦生活福祉部長。 

○生活福祉部長（上浦 登君） 

  お答えさしていただきます。 

  この４市町については連絡をとり合って

おりまして、いつ幾日、料にしていくとい

うことで、議会のほうに上程するというと

ころまでは確認はとってございませんが、

そのほうにすべく、今は手続を進めている

ということでお聞きはしてございます。 

○議長（橋本謙司君） 

  済みません。田中龍一議員には先ほど冒

頭６２号、６８号でっておっしゃったんで

すが、５５号と６２号でいいかな。５５号

やね。はい。いいです。そのように議事録

は訂正します。 

  田中龍一議員。 
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○２番（田中龍一君） 

  これは要望なんですけれども、今回保険

税のほうを採用しているところが少なくて、

保険料のほうが多いということで、保険料

のほうに統一するという話だったんですけ

れども、ふつう行政的に考えると、よりや

りやすいほうにすべきだと思うので、その

あたり、もしこういう大阪府下で統一して

改正をしようというときがあったときには、

数というよりは質ということで、ぜひ町と

してもおかしなことはおかしいというふう

に要望をいただけたらなということで、こ

れは要望ということでお願いいたします。 

○議長（橋本謙司君） 

  ほかございませんか。 

  それでは総括質疑を終結いたします。 

  お諮りいたします。 

  第５４号議案から第６９号議案まではお

手元に配付しております付託表のとおり、

それぞれの常任委員会に付託の上、審査す

ることにしたいと思います。 

  これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（橋本謙司君） 

  異議なしと認めます。 

  よって、第５４号議案から第６９号議案

まではお手元に配付いたしております付託

表のとおり、それぞれの常任委員会に付託

の上、審査することに決定いたしました。 

  以上をもって本日の日程は全て終了いた

しました。 

  本日はこれをもって散会いたします。 

  次回は１２月１４日午後１時より会議を

開きます。 

  どうもお疲れさまでした。 

 

散会 午後２時５１分 
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本日の会議に付された事件は次のとおりであ

る。 

一般質問 

第５４号議案 大阪広域水道企業団との水道 

       事業統合に伴う関係条例の整 

       理等に関する条例制定の件 

第５５号議案 豊能町国民健康保険条例全部 

       改正の件 

第５６号議案 豊能町指定地域密着型サービ 

       ス及び指定地域密着型介護予 

       防サービスの事業の人員、設 

       備及び運営に関する基準等を 

       定める条例改正の件 

第５７号議案 豊能町立自動車駐車場条例改 

       正の件 

第５８号議案 豊能町立自転車駐車場条例改 

       正の件 

第５９号議案 豊能町立野間口老人憩の家条 

       例廃止の件 

第６０号議案 池田市・豊能町上水道に関す 

       る事務の委託に関する規約の 

       廃止に関する協議について 

第６１号議案 平成３０年度豊能町一般会計 

       補正予算の件 

第６２号議案 平成３０年度豊能町国民健康 

       保険特別会計事業勘定補正予 

       算の件 

第６３号議案 平成３０年度豊能町介護保険 

       特別会計事業勘定補正予算の 

       件 

第６４号議案 豊能町一般職の職員の給与に 

       関する条例改正の件 

第６５号議案 豊能町特別職の職員の給与に 

       関する条例改正の件 

第６６号議案 豊能町議会議員の議員報酬及 

       び費用弁償等に関する条例改 

       正の件 

第６７号議案 平成３０年度豊能町一般会計 

       補正予算の件 

第６８号議案 平成３０年度豊能町国民健康 

       保険特別会計事業勘定補正予 

       算の件 

第６９号議案 平成３０年度豊能町下水道事 

       業特別会計補正予算の件 
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    以上、会議の次第を記し、これを証する

ためここに署名する。 

 

 

 

    平成  年  月  日署名 

 

 

 

      豊能町議会 議 長 

 

      署 名 議 員 １１番 

 

        同   １２番 

 

 

 

 

 


